
第3章 我が国の観光 レクリエーシ ョンに関わる森林管理に関す る研究の動向

第3章 では、第2章 にお ける行政施策面か らの検討に引き続 き、我 が国の観光 レク リエ

ーシ ョンに関わ る森林管理 につ いて、研究面の動向をとりま とめ、その位 置づ けについて

考察 を行 う。

っ ま り、わが国で、①森林計画制度 における利用 を直接的に意識 し、②現場の森林計画

担当者の裁 量の 自由度が高い方法で、③既存観 光 レク リエーシ ョン情報データベースの利

用が可能で新規の情報収集が必要ないなど簡便 さを強 く意識 した観光 レク リエーシ ョンに

関わ る計画手法の開発研究が、これ までほ とん ど見 られなかったことを示すための近代林

野研究の歴史的時系列分析(戦 後～20世 紀 の終わ りまで)を 行 う。

序章で も採 りあげた とお り、我が国の森林観光 レクリエーシ ョンに関す る研 究は、1910

年代か ら20年 代にか けて一時期盛んになったものの、第二次世界大戦 を境 に中断 されて し

まった。 そ して、戦前の研究 と戦後 の研 究には、ある意味大きな断絶が生 じている と考え

られ る(伊 藤2003)。 そのため、本論 では、戦後 における研究の展 開過程 を対象 に動向を

取 りま とめることにした。

研 究 の 手順 と して は 、 まず は じめ に 「林 業 ・林 産 関係 国内 文献 デ ー タベ ー ス(FOLIS)」

を用 い た論 文検 索 を行 った。FOLISと は、森 林 総合 研 究所 の 図書 館 に受 け入 れ られ てい る1

978(昭和53)年以降の国内刊行の学会誌、雑誌等から約400誌を選んで、論文等の題目を

ま とめて い るデ ー タベ ー ス で あ る。 具 体 的 に はFOLISを 用 い て 、 「観 光 」、 「レク リエ ー シ

ョン」、 「保 健 休 養 」、 「ツー リズム 」 の キ ー ワー ドで検 索 可能 な2000(平 成12)年 、つ ま

り20世 紀 ま で の国 内 文 献 を収 集 した。 な お 、FOLISの 結果 で は 、 「観 光 」 で163件 、 レク リ

エ ー シ ョンで905件 、保 健休 養 で118件 、 ツー リズ ムで47件 の 文献 が 登録 され てい た。 た だ

し、FOLISで 検 索 され た 文 献 に は、 行 政文 章 や エ ッセ イ な どが含 ま れ る た め、検 索 され た

文献すべてに目を通すことで、今回のレビューの目的に合致する研究や技術開発を行って

い る文献 を抽 出 した。 次 に 、FOLIS検 索 に よ り抽 出 され た文 献 で引 用 が行 われ て い る論文

な どを追加 収 集 す る こ とで、1978(昭 和53)年 以 降は も とよ り、 それ 以 前 に公 刊 され た研

究 に つ い て の 文 献収 集 の フ ォ ロー ア ップ を行 った。 そ して 「日本 林 学 会誌 」、 「日本 林 学

会 論 文集 」、林 学 会 の各 支部 会誌 お よび 「造 園雑 誌(ラ ン ドス ケー プ研 究)」 につ い ては 、

戦後刊行されたすべての巻・号に直接あたって目を通し、森林観光レクリエーションに関

わ る論 文 を拾 い 出 した。 以上 の作 業 の結 果 、 合計305件 の文 献 が本 章 にお ける レ ビュー の

対象 とされ た。 さ らに 、森林 レク リエ ー シ ョンに 関連 す る既 存 の レ ビュー文 献(柳1986,1

988,廣 津1987-4,堀1988,香 川1989-1,1991-2,1992-1,1998,宮 林1993-1,金 ・永 田1996,

下村1996,八 巻1999,伊 藤2003)の 検 討 を参 考 に しな が ら、収 集 した 文献 を研 究テ ー マ別

に ま とめ 、時 系列 的 に整理 、考 察 を行 っ た。

3-1戦 後 の観 光 レク リエ ー シ ョン に係 わ る森 林 管 理 研 究 の歴 史 的 推 移

(1)終 戦 か ら1960年 代 に か けて 始 め られ た研 究 の 動 向

序章でも触れ たとお り、明治時代か ら第二次世界大戦前 の、林学に関わる観光 レクリエ

ー シ ョンに関す る研 究は、19世 紀後半には散発的に見られ る程度(山 浦1890,志 賀1894な



ど)で あ った が、1910年 代 か ら20年 代 にか けて は林 業芸 術論 を巡 る一 連 の論 議(田 村1916,

1917-1,1917-2,1917-3、 片 山1916,1917、 上 原1917、 谷 口1917)を は じめ、 社 寺林 の

風致 論(本 多1912、 上原1918)や 、森 林公 園 な どに 関わ る議論(本 多1913、 檜 山1914、 田

村1918,1919-1,1919-2,1920)、 土産 品に 関す る研 究(松 本1921-1,1921-2)な ど、多彩

な萌 芽 的研 究 が行 われ は じめ、我 が国 の観 光 レク リエ ー シ ョン に関す る森林 施 策 につ い て、

自由闊 達 な議論 が行 われ てい た こ とが 分 か る。

しか しなが ら、第二次世界大戦を境に、 しばらくこれ らの研究は、不要不急 と言 うこと

か ら行われな くなった。そ して、戦後再び開始 された観光 レク リエー シ ョンに関わる森林

管理の研究は、必ず しも戦前期の研究に直接つながる形 で再開 された とはいえず、新 しい

観点か らの研 究が開始 された と考え られ る。

a終 戦 から1950年 代 にかけての研究動 向

今回の レビュー において、戦後最 も早 く見 られ た文献は、1950(昭 和25)年 の ものであ

った。そ の研究 で、小野(1950)は 、京都 の嵐山国有林 が遷移の途中相 にあることによ り、

名勝地としての風致的な面目を保っているということに着目し、同地の施業履歴を調査す

るとともに、将来の更新、伐採方法の試案 を提言 した。 この研 究は、歴史的名勝地にお け

る森林管理 の研究、つま りは風致施業研究の戦後 にお ける先駆け として位置づけ られる。

そ して、1953(昭 和28)年 には、中村(1953)に よ り、森林観光 レク リエー シ ョンに関わ

る海外調査研究が実施 されている。 中村は、米国国有林の観光 レク リエー シ ョン利用の現

状や州公有林 当局の態度、休養地計画の 当面の問題 な どを調査 した結果、米国の観光 レク

リエー シ ョン制度の本質は、秀でた地質 ・生物 ・考古 ・歴史の野外博物館 になることであ

って、スポー ツ ・娯楽施設に重点が置かれ ていないこ とを明 らかにした。そ して、我が国

もそれにな らい、森林を科学的な林業教育 の場 とし、野外博物館的な利用 を行 うことが適

当であるとす る一方で、大部分の ごく普通 の国有林では、取扱 い方を変 えて、各種スポー

ツ施設や避暑的施設 を重点的 ・集約的に組み立て も、観光 レク リエー シ ョン的な森林利用

が成 り立つ とい う見解 を示 している。

また、1953(昭 和28)年 には、高橋(1953)が 、初心者向けの練習用 として、安価で実用に

適 したスキーの試作 を行 った結果 をま とめた論文 を発表 している。

今回の レビューの結果、1950年 代 に確認 され た論文は、 この3編 を数えるにすぎず、体

系的な研究が行 われているとはいえない状況であった。

b自 然 休養 林 に関 わ る研 究

1960年 代 の前 半期 も、森 林観 光 レク リエ ー シ ョンに 関わ る論文 はほ とん ど見 る こ とがで

きず 、僅 か に、1962(昭 和37)年 に、米 国 のORRRCが 発 表 した調 査報 告 書"Outdoor Recrea

tion for America(ORRRC 1962)が我が国でも注目を浴び、1966(昭和41)年に邦訳が「ア

メ リカの レク リエ ー シ ョン」 と して紹 介 され る程度 で あっ た(国 立公 園 協 会 ・日本公 園緑

地 協会1966)。 しか しなが ら、 この米 国 の調 査報 告 書 の影 響 は、 それ ま で散発 的 に しか

行 われ 得 な か った我 が国 の森林 観 光 レク リエ ー シ ョン研 究 に少 なか らぬ影 響 を与 え、継続

的 に森林 観 光 レク リエ ー シ ョン に関 わ る研 究 が 行 われ るき っか け をつ くった とも言 え る。

米 国 のORRRC報 告 に遅 れ るこ と4年 、 つ ま り、 この 報告 が邦 訳 され た1966(昭 和41)年



に、我が国で も科学技術庁資源調査会が 「自然休養地 としての森林 の保全開発 に関す る勧

告(科 学技術庁資源調査会1966)」 を発表 している。 この勧告の影響 を受けて、林野庁 で

も自然休養のための森林管理 に関す る検討が行われ、1968(昭 和43)年 に 自然休養林制度

が開始 された ことは、第2章 で も触れた とお りである。

この様 な状況 を うけて、我が国で も自然休養林 を対象 とす る研究が行 われ るよ うになっ

た。 そ して、青木 らや高木 らを中心 として、観光 レク リエー シ ョンの側面か ら、 自然休養

林が継続的な研究対象 として採 りあげ られ るようになった。

青木 らは、 自然休養林 で行われ るべき施業のあ り方 につ いて、九州地方にある自然休養

林を対象 に考察を行 った。まず は じめに、北九州 自然休養林(青 木 ら1968)を 対象に、自

然休養林は都道府県立 自然公園 に近似 した概念 で、国立 ・国定公園 と都市公園 との中間に

位置づ けられ るが、国有林 自らが利用上の開発管理 を行 うのであるか ら、木材生産 と森林

の観光 レクリエーシ ョン的利用 を両立 させ るよ うにす る必要があると結論 づけている。そ

して、その前提のもと、同 自然休養林 を対象 にゾーニ ングを行い、施業 目標や施 業基準の

設定 を試 みている。 さらに、北九州 自然休養林で得 られた成果 を、熊本 市の金峰山 自然休

養林(青 木 ら1969-1)、 および菊池水源 自然休養林(青 木 ら1969-2)を 対象 に追証 、考察を

行っている。

一方
、高木 らによる研究では、同 じく九州の 自然休養林 を対象に しているものの、休養

林の利用者に着目した研究を展開した。高木ら( 1 9 6 9 )は、はじめに熊本県の菊池水源自然

休養林 をフィール ドに、人的行動面か ら自然休養林について考察を行 うためにアンケー ト

調査を行 っている。 そ して、利 用者の性別、年齢、出発地、滞在時間、交通手段 な どの実

態 を明 らかとす るとともに、 自然休養林内 をブ ロックに分けて、利用年齢の比較 を行って

いる。次 に、菊池水源 自然休養林の利用者 に対す るアンケー トを行い、 自然休養林への実

距離 と時間距離 との関係 を考察 し、路線別、交通手段別(自 家用車 ・バ ス)の 自然休養林

への到達性 について分析 している(高 木 ・青木1970)。 さらに、高木 らは、森林観 光 レク

リエー シ ョン行動 を地域科学の視点に立 って とらえるため、森林観光 レク リエー シ ョンの

概念や社会経済的背景、公益的機能 としての位置づけを考察 し、生活地域か ら移動を通 じ

て自然休養林 での活動に至 るまでの森林観 光 レク リエーシ ョン行動の過程を概念図に示す

とともに(高 木 ・青木1971-1)、 福岡市近郊 においてア ンケー ト調査 を行い、森林観光 レ

ク リエー ション利用者の①性別、②年齢、③ 自家用車の有無、④家計 の支出額、⑤住 まい

タイプについて比較分析 を行 った結果、支出額が要因群 の中心になってい るとい う結論を

得ている(高 木1971-2)。

また、福 岡近郊の調査 において、高木 らは、森林観光 レクリエーシ ョン利用者 の性格 の

考察 を行 うため、福岡市近郊の 自然休養林 などの利用者 にアンケー トを行 い、その結果 と

して、①利用目的は「登山・ハイク」、「風景鑑賞」など森林でなければ果たし難いもの

が多 く見 られ ること、②短時間の滞在が多い ものの2時 間を ピーク としていることか ら公

園緑地 とは違 う特徴 を示 してい るこ と、③利用回数の大小 は当該森林観光 レク リエーシ ョ

ン地が 日常的な利用に組み込まれてい るか否かを示す指標 とな ることを指摘 してい る。ま

た、④利用回数が多い利用者が多いほど、近距離利用が多く、多様な利用目的により、平

均滞在時間の短縮 を導 くことを指摘 してい る(高 木 ・青木1972-1)。 さらに、福 岡市近郊

の8カ 所 の森林観光 レク リエーシ ョン地域の利用者 に対す るアンケー トをもとにクラスタ



一分析 を行 い、森林観光 レク リエー ション行動 の要因を解析 した結果、① 自家用車所有率、

持 ち家率、支出額 な どの経済的余裕 に関連す る要因群に特徴 のあるグループ と、②出発地

や仲間規模な どの移動過程にお ける利用者仲間の構成 を示 してい るグループに分 かれるこ

とを指摘 している(高 木 ・青木1972-2)。

さらに、高木 ・青木(1973)は 、九州の13箇 所の自然休養林な どの森林観 光 レク リエー

シ ョン地 を対象 に、 グラ ビティ ・モデルを用いた利用者の吸引構造 の解析 を行い、誘致距

離 と利用率 との間 に相関関係 があることを指摘するとともに、森林観光 レク リエーシ ョン

地 の利用実態アンケー トを行い、路線距離 を計測 した。そ して、森林観 光 レク リエーシ ョ

ン利用 の距離分布現象 は、 ほぼ対数正規分布 に適合す ると結論づ け(高 木 ・青木1974)、

さらに福岡市を対象 に、観 光 レクリエーシ ョン調査の結果 と居住環境 との関係 について、

サイモンの因果推定モデルを用いて検討 を行った ところ、居住人 口または教育 ・厚生施設

の面積 が観光 レク リエーシ ョン活動 を規定す る原因の一つ としてあげ られ ることを指摘 し

てい る(高 木 ・青木1975)。

また、 この時期には、自然休養林 について地元の林業労働者 との関係 か ら考察 を行 った

研究事例 も見 られた。織 田(1973)は 、全国規模 で展開され るようになってきた 自然休養林

制度 を、第一線の維持管理 を担 っている林業労働者 がどのよ うに受け止 めているのかを、

北九州 自然休養林周辺 を対象に面接調査 した。その結果、 自然休養林 の指定に伴い、遊歩

道整備な どの諸雑役 が増加 している状況が明 らかにな り、従来の林業技術 とは異なる仕事

による地元労働者 の不安 と混乱の様子が明 らかになった。ただ し、 このよ うな状況 をふま

えなが らも、環境 良好な労働の場 として、公 園管理的なテ クニ ックと林業労働本来のテク

ニ ック とを合わせ た技術教育 を、都市域や地元在住 の若年労働者 らに実施すると、今後の

自然休養林 の管理 のために効果的であるとい う提言 を行 っている。

また、柳 は自然休養林 とい う制度 自体に関わ る基本的考察を展開 している。つま り、 自

然休養林や 自然休養村な どの現行制度 を批判的 に検討す ることに より、観 光 レクリエーシ

ョン活動に対する行政の関与介入について考察 を行い、①観光 レクリエーシ ョン活動に関

す る行政の介入については十分 な論拠 と介入限界の明示 を必要 とす ること、②観光 レクリ

エー シ ョン活動、特 にサー ビス生産に関 しては私企業のエネルギー活用 を図ること、③行

政お よび公企業の活動分野 としては法的規制の他 に教育文化的な指導部 門が必要 なこと、

④観光 レク リエー シ ョン活動 に対す る受益者 と維持管理負担者 との費用分担関係 を適正化

するこ と、な どを提言 している(柳1978)。 さらに柳 は、 自然休養林取扱 要領や 自然休養

林指定の目的が、指定された国有林( =自然休養林)の自然保護と観光レクリエーション

的利用の両立を図るとだけされている点を批判 している。つ ま り、この規定だけでは、「木

材生産 との調整」 とい う規定が明確 ではないため、設定 目的か ら自然公園 との違いは見い

だ し難 いことや、また 自然休養林 を木材生産 と併用す るために 「施業調整地区」な どを設

けて木材生産を行ってい るが、 これでは国有林 におけるレク リエーシ ョン利用 の推進 には

寄与せず に、む しろ地帯区分 によって、 自然休養林内の分割 を行 った結果、実質的な自然

休養林 を木材生産のため切 り分けることに繋が り、事実上部分的 に自然休養林 を縮小 して

いるにす ぎないとい う問題点 を指摘 してい る。そ して、この ことは木材生産の場 と観光 レ

ク リエー シ ョンの場 との隔離に過 ぎず、両者 の調和 と見るのは不可能 であろ うと指摘 して

いる(柳1979)。



以上の通 り、 自然休養林に関わる研究は、九州地方を中心に議論 が展開 されていたが、

本州の 自然休養林 を対象 にした研 究も見ることができる。内藤・ 渋谷(1977)は 、長野 ・群

馬両県にまたがる湯ノ丸 ・高峯 自然休養林の地勢や植生、 レク リエー ション利用 、施設 、

ゾーニングの実情を調査 し、利用 に合わせた新たな地帯区分 を提唱 している。

この ように、1960年 代後半か ら1970年 代にかけての我が国における観光 レクリエーシ ョ

ンのための森林管理 についてまとまって行われた研究 として、 自然休養林の研究 は大きな

位置づ けを持 っていたが、1979(昭 和54)年 に 自然休養林 の新設 が休止 された時期に対応

す るように、1980年 代に入 ってからは、直接的な研究対象 として 自然休養林を採 りあげる

ことが少な くなった。1980年 代以降では、 リゾー ト開発 を引き起 こしたバブル景気の前後

に、甲斐 により行 われた以下の研究が見 られ るのみ である。

甲斐 は、宮崎 自然休養林 を対象に、 自然休養林に対す る利用者 の利用動向 とその意義 を

明 らかにするために、利用者 に対 して利用実態 と意識 に関す るアンケー トを行い、その結

果、利用実態では、①5・人以下の小グループ、②家族連れが多 く、③散策休養や登山ハイ

キングを行い、④2～5時 間程度滞在 し、⑤通算利用回数 は10回 未満 、⑥主な利用季節は

夏、⑦ 自家用車で、⑧1時 間以内の場所か ら来てい る利用者 が多い ことを明 らかに した。

また 自然休養林に対 しては、①適正な規模 であ り、② 山の高 さもちょうど良く、③渓流や

渓谷が もっ とも印象に残 り、④新鮮で清 らかな空気が感 じられ るため、⑤森林 自体 も良か

った とい う印象 を抱いてい ることが明 らかになった。 ただ し、⑥半数以上が森林 の手入れ

が行われていることに気がつ いてお らず、⑦気 がついた人で も手入れ は気 にな らない と回

答 していることを明 らかに した(甲 斐1987)。 また、同 じく宮崎県の宮崎 自然休養林の利

用者 を対象 にアンケー ト調査 を行 うことで、来訪手段 は圧倒的に 自家用車が多いこと、所

要時間では約8割 が1時 間未満であること、約6割 が家族連れであること、約3割 が5時

間以上滞在 していて長時間利用の傾向があること、散策 ・登 山 ・水遊び ・自然観察の順 で

活動が行 われてい ること、再訪者 の割合が多 くほぼ通年利用 されてい ること、施設につい

ては標識や トイ レに対す る不満が多い こと、渓谷や川の人気が高いことなどを明 らかに し

てい る(甲 斐1992)。

c山 村地域 の総合的土地利用を視野 に入れた観光 レクリエーシ ョンに関す る研 究

1960年 代の後半に、柳(1969)は 我が国の林学にお ける観光 レク リエー シ ョン研究が、風

致林施業な どに限定 されて しま う懸念 があることを指摘 し、単に森林 のみを研究対象 とす

るのではな く、森林、山岳、湖沼な どを総括的に とらえた山村全域を研究対象に とり、そ

こで展開 され る観光諸現象 を調査研 究す る必要性 を提言 した。つ ま り、本論文全体を通 し

て主題 としている木材 生産や林地のみ に縛 られない形での、山村な どにおける観光 レクリ

エー シ ョンのための森林管理 の重要性は、既 にこの時期か ら唱 えられていたことが分かる。

この様 な指摘 は、例えば、1970年 代後半 に、塩 田(1975)が 森林 レク リエーシ ョン地の計

画方法論 に関する研究を学位論文 としてま とめ、高橋(1979)が 里山的な身近な 自然の観光

レク リエーシ ョン的価値の重要性 を説 き、1980年 代前半に再び塩 田(1983)が 、我 が国にお

ける森林観光 レク リエーシ ョン空間計画の必 要性 について、 「森林地域 における資源採取

は、我 が国の場合、水資源 ・レクリエー シ ョン資源 ・木材資源に限定 しても大過 ない とい



う見解は妥当で あろ うか ら、そ の3要 因を考慮 に入れ た総合的 な土地利用計画が試 み られ

るようになるな らば、真 の意味での森林計画 としての広域計画になる」 とい う主張を展開

するなど、不定期 な形では発表 され ているのであるが、その内容はいずれ も指摘の レベル

にとどまっていて、林野施策において、総合的 な観光 レク リエー ションを現実に展開す る

ための森林管理に関 して、具体的な形 となって実現 した研究事例は、ほとん ど見 られ ない

状況が今 日まで続 いて きた。

(2)1970年 代 に始 め られ た研 究 の動 向

a都 市地域 ・都市住民の森林観光 レク リエーシ ョンに関わる研 究

1970年 代 に入 る と、都市における観 光 レク リエー ション的森林利用 に関わる研 究が見 ら

れ るよ うになった。 この研究カテゴ リーには、先述の高木 ら(1972-1,1972-2)に よる福

岡近郊 の自然休養林 の研究事例 も当てはま ると考 えられ るが、1970年 代に入 ると、自然休

養林の研究の一環 としてではな く、都市 における森林観光 レク リエーシ ョンそのものが、

主体的な研 究テーマ として採 りあげ られ るよ うになった。

都 市近郊の観光 レク リエーシ ョンの研究に先鞭 をつ けたのは、中島 ・塩谷 による近郊林

地 ・緑地 におけるレク リエーシ ョン集団の行動 に関す る研究であった。 この研究では、都

市住 民の森林 ・緑地に対す る誘 引性 を測定す るための尺度 を、サース トンの等現間隔法に

のっ とって試作 し(中 島 ・塩谷1970-1)、 そ の測定法によ り宮崎大学農 学部林学科の学部

生院生 にア ンケー トを行 い、手法の妥 当性 を検証 している(中 島 ・塩谷1970-2)。 続いて、

中島 ・塩谷 は、福 岡 ・北九州市民お よび大阪市民に対 し、都 市住民の行動生態お よび南九

州の森林 ・緑地に対す るイメー ジについてアンケー トを行 った。その結果、両市民 とも公

害等 に悩ま されている状況にあるものの、福岡 ・北九州市民に とっては近い存在である南

九州の森林 も、大阪まで離れ ると遠い存在 と して しか意識 されていない ことを明 らかに し、

都 市民に とって必要 な森林は余 り遠 い ところにあっても効果が薄い こ とを示唆 してい る

(中島 ・塩谷1972)。 そ して引き続 き、南九州の森林 ・緑地 を対象に 日帰 り観光 レク リエー

シ ョン利用者の実態を調査 し、集団の性格づ けを試みた結果、 日帰 り観 光 レク リエー ショ

ンの欲求構造は、 日常生活の単調 さか ら解放 され たい とい う欲求であ ることを明 らか にし

ている(中 島 ・塩谷1973)。 さらに、都 市近郊 の観光 レク リエーシ ョンを、社会福祉 の援

助方法の一つであるソシアル ・グループ ・ワーク とい う観点か らとらえ、特に 日帰 り観光

レク リエー ションに焦点 を絞 り考察 を行 っている。そ して、① 日帰 り観 光 レク リエーシ ョ

ンは一貫 した計画性 に基づ くことが必要で、② ソシアル ・ワーカーの役割 を担 う者の存在

が重要 で、③都市近郊林を観光 レク リエーシ ョン活動 の好適地 とする よ うに整備 しなけれ

ばな らない と指摘 し(中 島 ・塩谷1975)、 ケーススタデ ィとして…崎市民の森 を対象に、市

民の森の認 知度、入 り込み者数、滞在時間、滞在予定時間、作業員の年間投入総数な どを

調査 して、現在の観光 レク リエーシ ョン利用 はソシアル ・グループ ・ワー クの概念 には遠

い と結論づけてい る(中 島ら1975)。

九州の都 市近郊林 を対象 とした中島 らと同系統の研究 として、黒田(1975)は 「くまもと

自然休養 林」、 「長崎県民の森」、 「宮崎市民 の森」 の管理体制 につい て調査 を行い、その

結果、公的管理ではなく協議会方式 で管理 を行 ってい る 「くまもと自然休養林」で運営資



金の不足が顕著であ り、入山料の徴収 など具体的な対策 を行 う必要があることを指摘 して

いる。そ して、村瀬(1975)は 都市近郊の観光 レクリエーシ ョン林の経済的側面 について言

及 している。具体的には、森林の有す る観光 レク リエーシ ョン機 能の測定、評価 を行 うた

め、くまもと自然休養林 「菊池水源地区」 を対象 に、クロー ソンの費用価値法 を適用 し、

考察 を行 っている。

また、関東 では、川名 らのグループに より、、東京周辺の複数の観光 レク リエーシ ョン林

を対象 とす る実証的研究がこの時期に行われてい る。 まず 、東京都の都立小金井公園を対

象に した研 究では、利用者 と林相 との関係 を調査 し、その結果利用者は芝生に多 く二次林

には少 なかった こと、また春はサ クラのあるところ、夏は木陰、冬には芝生に集 まる傾向

があることを明 らかにした。 そ して、以上 をま とめると、利用者 を多 くす るには芝生等の

広場が必要であ り、それ を取 り巻 くもの どしての樹林が重要であると結論づけている(川

名 ・宗安1977)。 続いて、武蔵野の 自然 を訪ねて くる人に拝観料 を取って入場 を許 してい

る埼玉県新座市の平林寺 を対象 に、利用者 の行動を調査 し、その結果 、散策 に対す る満 足

度 は高 く、散策路 には滞留空間が見 られ ることを明 らかに した。加 えて、散策路 を離れて

進入 される林分があ り、その理 由は山菜採 りやまつぼっ くり ・ドング リ拾いによるもので

あることを明 らか に した。 そ してそれ らの結果を加味す ると、滞留空間にベ ンチの増設や

植生管理 を、進入空間は適切 な場所 における利用解放を行 うこ とが有効であると提言 して

いる(川 名 ・逆瀬川1978)。 さらに、東京都 の多摩丘陵の長沼緑地を対象に した調査では、

年間 を通 じた観光 レク リエーシ ョン利用の動態調査を行い、主要施設等で景観調査 ・植生

調査 を行 っている。 その結果、利用 は付近 の住 民による散歩が多い と言 うことが明 らかに

な り、利用施設が下草の繁茂に より休息面、景観面で著 しく阻害 され るケースがあること

を明 らかに してい る(川 名 ・江上1979)。 そ して同 じく長沼緑地 を中心に利用動態調査 を

行い、その結果周辺住民の徒歩を中心 とした緑地利用が活発であることや、住宅開発 を行

わずに緑地 を保全 して欲 しい とい う意向が強かった ことを指摘 してい る(川 名 ら1981)。

さらには、ゴル フ場 か ら転用 され て1980(昭 和55)年 に開園 した都 市公 園である東京都野

川公 園を対象 に、利用者 の動態 とその意識 を調査 している。そ して、かつてのゴルフコー

スを囲む形 で存在す る野川公 園周辺の樹林は、芝生地を区切 りかつ結ぶ導線 として、利用

者 に肯定的に受け止め られていることなどを明 らかに した(川 名 ら1984)。

以上、都市近郊林に関す る研究について も、 自然休養林の研究動 向 と同様 に、1970年 代

前半か ら開始 された一連の研究 は1980年 代 の前半までには一通 り区切 りを見せた。そ して

その後、1980年 代の後半のバ ブル景気、 リゾー トブームの ころに、再び都市 における観光

レク リエー ション空間 としての森林 のあり方が話題 とな り、改 めて研 究が展開す るよ うに

なった。そ して、その研究内容 は以下 に列挙す るとお り、非常に多岐 にわたるもの となっ

てい った。

例 えば、八巻 らは、6箇 所の千葉県立県民の森を対象に、周辺人 口と距離を用いた誘致

ポテ ンシャルを定量化する手法 を提案 し、誘致ポテンシャル と実際の来訪者数 との比をと

ることで、観光 レクリエー シ ョン林の魅力的な特性 を定量化する手法を提案 し(八 巻 ・香

川1989)、 続いて人 口10万 人以下の地方小都市で ある北海道名寄市を対象 に、住 民アンケ



ー トな どに より野外 レク リエー ションの特徴 を明 らかに し、その結果①名 寄市における野

外 レクリエーシ ョン空間 としての観光 レク リエーシ ョン林は重要な位置 を占めていて、そ

の重要性は札幌市な どの大都市 よりも相対的に高い こと、②施設の充実 した観光 レク リエ

ーシ ョン林 が、利用 な どの面でいわゆる大都 市の総合公園のよ うな役割を果た しているこ

と、③観 光 レク リエーシ ョン林は、地域住民の観光 レク リエーシ ョンの機会の提供に とど

まらず、観光 による地域振興 とい う役割 を併せ持 ってい ることな どを明 らかに した(八 巻

・土屋1992-1) 。

谷 中は、都市にお ける森林の減少や都市住民 の自由時間の増加 か ら、観光 レク リエーシ

ョンが都市近郊の森林な どの 自然地域 に求め られ ることになるとい う予測 のもと、 これか

らの都市近郊の観光 レクリエーシ ョン計画のあ り方 を既存資料 か ら考察 している。 その結

果、都市近郊の観光 レクリエーシ ョン林では位置選定、規模決定、施設 の配置が基本的課

題 となるこ と、計画策定においては森林観光 レクリエーシ ョンの特性や魅力度、適正収容

力、利用施設に関わ る検討が必要であることを指摘 し(谷 中1990)、 欧州や 日本 における近

郊林 の園路密度 の調査か ら、都市近郊の観光 レクリエーシ ョン林 を4つ のタイプに類型化

を行い、①居住地周辺の大緑地や観光 レクリエーシ ョン専用林 で非常に高い園路密度(150

～250m/ha)を 持っ グループ、②都市林 と経済林を兼ねる都 市近接林で高密度園路網(75～1

20m/ha)を 持つ グループ、③都市周辺か ら近郊林 に至る平坦地 の林業優先の大規模国有林

や 中低 山帯の近郊林で中程度 の園路密 度(25～40m/ha)を 持つグループ、④ 自然環境や景観

保全が 目的の都市林や経済林 を兼ね る大規模平地林等 で低 い園路密度(10～25m/ha)を 持つ

グループに分 けられ ることを明 らかに し(谷 中1992)、 さらに観 光 レク リエーシ ョン林 の

歩行者が、無意識 の うちに歩速や間距な どを調整 しつつ園路上 を歩 く領域行動を示す こと

から、歩行動態要因の分析を行 って、近郊林の適正収容力 の算定を事例的 に試みている(谷

中1993)。

山根(1991)は 、神奈川県鎌倉市の散在 ヶ池生活環境保全 を対象 にアンケー ト調査 を行 い、

その結果、樹林管理 が必要であるか否 かの判 定が、自然の志向や社会的所属によ り異 なっ

ていることを指摘 し、森林の公園的管理 を行 う場合 には、多様 な関係者 の意見を取 り入れ

るための住民参加手法が吟味 され るべ きだ と結論づ けている。

井鷺 ら(1992)は 、観光 レクリエーシ ョンの対象 となる都 市近郊林の定量的な分類 を試み、

林内に入 った ときの見通 し(林 内透過度)と 林分を構成す る樹木の直径分布 の多様性(林

内煩雑度)か ら行 う手法を、京都市嵐山近郊の森林に適用 し、メッシュ解析 を行っている。

香川 ら(1992)は 、栃木県の県民の森 を対象 に、①エ コロジー機 能を昆虫 ・鳥 ・獣類の多

様度指数 で、②森林の魅力度 を植 生タイプで評価 し、双方を得点化 してメッシュ図を作成

し、総合評価 を試みている。

大石(1992-1)は 、岩手県花巻市の胡四王 山生活環境保全林 を対象 に、都市近郊域にお け

る観 光 レク リエーシ ョン利用の実態 を市内 ・市外の居住者 に分けたヒア リング調査な どか

ら明 らかにし、その結果、①来訪 目的は市内居住者 では より具体的で ある一方で、市外居

住者 は抽象 的な環境指向である点や、②散策路 については、市内居住者 では森林や 自然の

満足度が大き く影響す る一方で、市外居住者 は散策路そのものの状態 が満足度 に寄与する

傾向にあることな どを明 らかに している。

古野 らは、福岡市湯山市民の森 を対象に、来訪者の利用実態 とその 目的 とを関連づ けて



考察している。その結果、都市近郊の同市民の森における来訪目的は多様であり、①利用

頻度が高 くな るにつれ て、登 山者や健康増進のための利用者 の割合が増加す ること、②親

子連れ・家族連れでは自然とふれあう目的の、夫婦や単独の利用者では健康のための利用

者の割合が多いこと、③ 自然 について知 る 目的の来訪者の滞在時間が長い傾 向にあること

などを明らかにしている。そして、多目的利用に対応することは重要であるが、両立の難

しい利用 を混在 させ て個別 の要求 に応 えてい くことは難 しい面があると指摘 し(古 野 ら19

93-1)、 さらに福 岡市湯 山市民の森内に設 け られた 自然観察セ ンターの役割 について、市

民の森 の利用者 へのアンケー ト調査 をもとに検討 している。その結果、 「自然について知

ること」を目的としている利用者では、センターやセンターが行う行事への参加率が際だ

って高い一方で、「自然とふれあうこと」を目的としている利用者では特にセンターの利

用率が高 くない とい うことを明 らかに した。 また、セ ンター職員の解説 を必ず受 ける団体

利用者のほ うが、そ うではない個人利用者 よ りも 「知識 が得 られて良かった」 と回答す る

率が明 らかに高いため、 自然に親 しみ知識 を得 ようとす る利用者が、適切 なプ ログラムに

従 ったガイ ドを受 ける機会を与 えるよ うな管理運営が望 まれ る と指摘 してい る(古 野 ら19

93-2)。

富沢 ら(1995)は 、神奈川 県の丹沢 と東京都 の高尾山を対象 に、森林利用者 に対す るアン

ケー ト調査や利用実態調査を行い、その結果、 これ らの地域 では観光 レク リエーシ ョン的

開発はほぼ飽和 に達 しているため、地域内の遊歩道 な どの再整備 によ り中 ・高年者の利用

に対応す るな どの改善 を行 うことなどが有効であると提言 している。

大萱・石橋( 1 9 9 9 )は、森林の風景利用に着目し、東京都の御岳山、高尾山における来訪

者のアンケー トか ら都市近郊の森林観光 レクリエー シ ョン地域の特徴 を考察 し、その結果

来訪者 の活動 は、①森林以外の観光 レク リエー ションに 目的 を持つ層 、②散策な ど手軽な

活動 を楽 しむ層、③縦走な ど本格的な活動 を行 う層 に大別可能で、 さらに手軽 な活動 を行

う層 を、②-1日 常的な森林 と親 しむ層 と、②-2紅 葉な どの付加価値 がついた 自然を楽 し

む層 に分類 した。そ して、都 市近郊 の森林観光 レク リエー シ ョン地域 は、それ らの活動に

適切 に対応す るために利便性 と自然性のバ ランスを考えなけれ ばいけない ことを指摘 して

いる。

また、金 ・永 田(1997)は 、森林空間の観光 レク リエーシ ョン的利用が増加する中、資源

の劣化や利用環境 の悪化が起 こってい るとい う事態 を背景に、「利用者 管理 」や 「利用者

教育」について 日本 と韓国の国際比較研究 を行 っている。

b森 林の観光 レクリエーシ ョン機能 に関わる他の多面的機能の研究

1970年 代の前半には、水土防災や生活環境 の保全な ど、普段は観光 レク リエー シ ョン と

い うテーマ とは縁が薄い研究 を主体的に行 っている研究者 が、観光 レク リエー シ ョン機能

の観点か ら研究 を行 った事例が見 られ るよ うになった。その先駆 けが、国立林業試験場 に

よる保健保全林の機能 ・造成 ・管理 に関す る総合的研 究である。 この研究は、林野庁が19

70(昭 和45)年 度に保健保安林の配備基本計画 を行い、その積極的利用 と造成 を検討 した

際に、林業試験場 が森林 の保健保全的な機能お よび保健保全機能を持つ森林 についての知

識 を とりま とめるために、さまざまな専門分野か らな る24人 の研究者 の共同で書かれた大

作で ある。 この研究では、保健保全林を発揮す る森林 を、①都市か ら数十km程 度 の近郊に



森林 を維持す ることで広 く公衆の保健休養 に資す るもので数百ha規 模 のもの(保 健休養林)

と、②都市周辺にあ り、都市 の過密化に伴 う自然環境の減少 を緩和 し、都市環境 の保全に

資す る数十ha規 模の もの(環 境保全林)の2種 類 と定義 してい る。そ して各森林について、

緑 と人 との関わ り(レ ク リエーシ ョンを含む)、 大気浄化、気候緩和、防風、防火、防音、

環境指標 としての機能 を検討 し、生態学的視点 を重視 しなが ら、保健保全林 としての条件

やその造成法、維持管理手法な どを検討 してい る。そ して最後に旧ソ連やアメ リカの観光

レク リエー ション林や野外 レクリエーシ ョンの実態を報告 している。ただ し、その内容 を

吟味す る と、最後の海外事例調査 を除けば、観光 レク リエーシ ョンの研究 とい うよ りは森

林(特 に都市近郊林)の 持つ多面的機能 に関す る研究 とい う色彩が強い ともいえる。 この

ことは、保健保全林 とい う用語が、戦前か ら使われてきた公衆衛生の保全 とい う概念 と、

近年一般的に理解 されている保健休養(=観 光 レクリエーション)と い う概念 との過渡期

にあ り、検討の軸 となる概念 に統一的な見解 がなかった ことを示 しているとも考 えられ る

(林業試験場1971)。

また、 この系統 の研 究は、林業試験場に よる総括的研究が行われ て しまったためか、そ

の後 は1970年 代後半か ら1990年 代前半にかけて、散発的に見 られ る程度である。例 えば、

塚本 ら(1978)は 、東京都秋川渓谷で、観光 レク リエーシ ョン利用者のグループ規模 、年齢、

居住地、来訪頻度、利用目的などをアンケート調査した結果、渓谷の夏の最盛期には平均

して1mに つ き1人 程度の割合で分布 し、渓谷の出入 り口周辺 では高密 度に、入 り口か ら

遠 ざかるに従って著 しく減少することや 、午前10時 頃にはすでにほぼ最高の利用密度に達

す ること、水遊びは水温の上昇す る午後 に多 くな り、流水面にいる人は全体の3分 の1程

度であるこ とな どを明 らかに してい る。 また、太 田ら(1982)は 、神奈川 県西丹沢 中川川 を

対象 に、山間渓流におけるキャンプ地に関す る危険度 を地形の種類 ごとにA～Cに ランク

化 し、面積 を算出 している。そ して、伊藤(1992)は 、北海道阿寒国立公園 のオンネ トー野

営場 を対象に、 自然度の高い野営場 にお ける利用の影響モニタ リングを行い、その結果キ

ャンプ場利 用による土壌硬化を認め、植 生の根張 りへの影響な どに懸念が見 られ ることを

指摘 している。

c森 林 の風致施業に関する研 究

森林の風致施業 に関す る研究は、先に述べた とお り小野(1950)に よる嵐山国有林 におけ

る調査事例が、戦後 もっとも早 く行われ ているが、ま とまった形 で行われ るよ うになった

のは1970年 以降である。その先駆 けは、早稲 田 ・山本により行われてい る。彼 らは、奈 良

県橿原市 の大和三山の1つ である耳成山で、1938(昭 和13)年 か ら1941(昭 和16)年 に行

われた林 内空疎地に対する補植や下種更新 の30年 後の現況 を調査 した。 そ して、アラカシ

の下種更新やヤマモモや ヒノキの植栽 は成功 して風致の維持に貢献 したものの、ウワミズ

ザ クラや ヒメヤシャブシの植栽 、アカマ ツの天然下種更新 を期待 した作業は不成功に終わ

った とい うことを報告 してい る(早 稲 田 ・山本1971)。 そ して引き続 き、山本は、奈 良県

橿原市の大和三 山の3つ の内で残 された畝傍 山 と香具 山でも、1938(昭 和13)年 か ら1941

(昭和16)年 に行われた林内空疎地に対す る補植や 下種更新の30年 後 の現況 を調査 し、前

報 とほぼ同様の結論 を報告 してい る(山 本1974)。

また、山科は、樹葉の色彩の季節的変化に着目し、島根県松江市近郊の6 0種の樹木葉の



季節的な色彩変化を修正マンセル表色法に基づいて解析 を行 っている(山 科1971)。

その後、1 9 7 0年代の後半には風致施業に関わる目立った研究発表は見られなくなったが、

1980年 代に入 り、吉田らによ り都市近郊 の風致林に対す る検討が行われてい る。具体的に

は、彼 らは、京都市双 ヶ丘のアーバ ンフ リンジに立地する森林を対象 に、歴史環境、自然

環境 、景観 ・社会環境の調査 を行い、アカマツ林 を風致林 の軸 として、市街地 との緩衝帯

としての疎生林帯を計画す ると効果的であるとい う提言 を行ってい る(吉 田ら1981)。

また、1980年 代 の前半には、観光 レク リエー ションのための林床植生のあ り方に対 して

活発 な論議が展開 され始 めた ことが特徴 としてあげ られ る。その先駆 けとして、例 えば重

松 ・高橋 は、二次林 を観光 レクリエーシ ョン林 として活用するために必要 となる林床管理

の指針 を得るために、20・50年 性のアカマ ツ林で周期的な下刈 り実験 を行った結果、面的

な利用に即 した草地型 の開放的 な林床 を導 くためには半年または1年 毎冬の刈 り取 りが良

く、2年 毎冬の刈 り取 りでは長すぎることを明 らかに した(重 松 ・高橋1982)。 その後、1

980年 代には、観光 レク リエーシ ョン林における下刈 り ・光 ・踏圧 の諸条件 が林床植物 に

及 ぼす効果(重 松1982)や 、二次林林床 にお ける光条件の改良が林床植 物に及ぼす効果(重

松 ら1985)な ど、林床植 生の下刈 りによる植 生条件の改善に関わる研 究が行われ 、1988(昭

和63)年には、観光レクリエーションを目的とした二次林の改良とその林床管理に関する

生態学的研 究(重 松1988-2)が ま とめられた。

林床植生に着目した類似の研究としては、①筑波研究学園都市の計画公園内のアカマツ

林12箇 所の毎木調査 、土壌高度、相対照度な どを調べて、通常のアカマツ二次林 との比較

を行 うとともに、 自然 を活か した森林管理に関する考察を行 うとともに、②公園利用者の

森林利用の仕方 を立会調査 で調べてスライ ド投影による好 ましさのアンケー トを実施 した

結果 、 日頃 自然 との親 しみが少 ない グループは人工林 を、多いグループは 自然林 を好む傾

向 を確認 した研 究(李1985)や 、①アカマ ツ林の空 間構成 と観光 レクリエー シ ョン利用 と

の関係の調査、②観光 レク リエーシ ョン林 の利用 ・管理 の評価基準を得 るためのアカマツ

林のイメージ調査 を行った結果 、林内の空間性 と整然性 には低木の多少や 草丈の高低が影

響 し、観光 レクリエーシ ョン的評価 を規定す る要因になることを明 らかにす るとともに、

立木密度が低 く、良く管理 されている場所 の観 光 レクリエーシ ョン的評価 が高い ことを指

摘 した研究 を見ることができる(李1986)。

そ し て 、 養 父 ・ 重 松 は 、 林 床 の 野 生 草 花 に 着 目 し 、 観 光 レ ク リ エ ー シ ョ ン 林 に お い て 粗

放的な管理で野生草花型林床管理を行 う手法 を確立す るための一環 と して、 コナラ林内の

キキ ョウについて検討 を行い、その結果、林内相対照度が約40%の 明区での生育が良好で、

年1度 の林床刈 り取 りの影響はほ とん どない ことが明 らかに し、特に7,月 刈 りは無刈 りよ

りも良好 な結果 を示 した ことを報告 している(養 父 ・重松1985)。

また、廣津 はこの時期に、森林 の植栽の仕方 について検討 し、風致施業 を行 う以前に、

従来の経済林施業や庭園的植栽以外 に方法があるのではないか とい うことを指摘 して、新

たな施業の可能性 を探求す る必要性 を指摘 してい る(廣 津1986-3)。 また重松は、風致施

業 と い え ば 従 来 は 針 葉 樹 の 人 工 林 施 業 が 主 体 で あ っ た が 、 観 光 レ ク リ エ ー シ ョ ン を 目 的 と

す る里 山の生態的管理手法 と教育 ・市民参加 による管理 システムの展望な ど広葉樹林 を対

象 とした研 究の必要性を指摘 し、考察を行 っている(重 松1988-1)。

1990年 代 に入る と、風致施業に関わる研究は、純粋な植 物の管理論 に加 えて、人間の森



林利用 とい う点を考慮 した上 での論議へ と発展 を遂げていった と考え られ る。 その先駆 け

として、例えば山瀬 ら(1993)は 、兵庫県姫路市の藤 の木山 自然公園を対象 に、間伐や下刈

りを伴 う林相整備 の前後で人の利用度や満足度 が どのよ うに変化 したのかを調査 してい

る。 そ して、高木層の間伐 によ り相対照度が10数%増 加 し、下層木 を整理 し、林内を歩 き

やす くした結果 、来訪者 中の整備 林利用者が10%程 度上昇 し、利用満足度 も高まった こと

を報告 している。また、香川 ら(1994)は 、千葉県立清和県民の森、内浦山県民の森を対象

に、遊歩道 のシー クエンス景観や キャンプ場周辺のシー ン景観 の向上のために行 った施業

の実態 を報告 した。 そ して、大萱 ・石橋は、観光 レク リエー シ ョン地域 における森林景観

の認識の あ り方 について、イ ラス トレー シ ョンを描 いて もらう方法 とスライ ドシ ョーによ

る室内評価実験 を行 い、森林景観の構成要素 として上木の幹、上木樹幹の緑、下層植生の

緑が重要である とい う結論 を得、その3者 は必ず しも独立 した要素ではなく、関連 し合っ

ている と結論づ け(大 萱 ・石橋1996)、 定性的な要素 の強い観光 レク リエーシ ョン機 能の

評価指標 を、地形 と植生 とい う容易かつ大量 に扱 える因子 で推定す る仕組みを検討 し(大

萱1997)、観光レクリエーション機能をもたらす効果の中から、景観鑑賞に注目して50m

メ ッシュによる地理的評価 を試みて、室内スライ ドや野外調査 を組み合わせ、景観評価 の

中か ら開放性、清涼性 とい う因子を抽出 し、地形情報に読み替 えることで、市販 の地形デ

ータと表計算 ソフ トがあれば
、景観面か らみた観光 レクリエーシ ョン機能の評価 点が算出

可能であることを指摘 している(大 萱 ・石橋1999、 大萱 ・石橋2000)。

また、田中らは、今後の風致施業 は悪 い景観 を隠す施業ではなく良い景観 を積極的に見

せ る施業が重要であるとい う視点から次元的景観概念 を提唱 し、景観現 象成立のための必

要十分条件 を満 たす4つ の生成因子(次 元 ・景観主体 ・景観客体 ・景観媒体)を 規定 し、

その中の次元因子 に関わる階層構造性や、人間に関す る景観 の次元数 を考察 し、従来の森

林景観施業がその景観 の次元的階層構造性 を考慮 していないことを指摘 した(田 中1991)。

そ して、見せる施業を確立す るための具体的な実証デー タを入手す るために、①茨城県牛

久 自然観察の森(田 中 ら1994-3)や 、栃木県市貝町内の里 山二次林(Tanaka and Fukamach

i1997-3)を 対象 に、森林景観の構 図変化 に伴 い人間の景観 の評価 がどのよ うに変化す る

のかを定量的に明 らかにした研 究や、②茨城 県茎崎町(現 つ くば市)の コナ ラ林 を対象に、

景観 の天候変化(田 中2000-2)や 季節変化(Tanaka and Oku 2000-3)に 伴 う人々の意識の

変化 に関す る定量的な研究を行 っている。また、井川原 ら(1997)は 、都市近郊林 を観光 レ

ク リエーシ ョン空間 として利用す る際の適正 な立木密度や管理方法について、SD法 や一対

比較法な どを用いて景観 の側面から検討 し、散策時に見 られ る景観 として好まれ るのは平

均17cmの コナラ等の広葉樹林で、本数密度950-1,300本/ha程 度 、個体密度500-730個 体/ha

程度で、好ま しさと胸高断面積合計 との間に一定の関係が あることを明らかにした。

さらに武 田(1999)は 、年間来訪者約5万 人 を誇 る観 光地化 している新潟 県松之山町のブ

ナ二次林(美 人林)の 樹木が過密化 し、形状比が高くな り枯死 ・幹折れが懸念 され るよう

になったため、観光 レクリエー シ ョン林 としてのブナ二次林の施業案 を検討 している。 ま

た、奥 ・深町(2000)は 、京都大学芦生演習林 の来訪者 を対象 に行 った写真投影法の調査

結果か ら、観光 レク リエー ション行動下において体験 ・評価 され る景観型 を整理 し、その

結果、散策行動の条件下で景観体験 として印象 に残 りやすいパ ターンを抽 出 してい る。



d森 林観光 レク リエー ション地域の施設や備 品に関わる研究

1970年 代 の半ばか らは、観光 レク リエー シ ョン林の中に存在する人工物 、つま り施設や

備 品 に 関 し て も 調 査 研 究 の 目 が 当 て ら れ る よ う に な っ て き た 。 こ の 類 の 研 究 の 先 駆 け て と

しては、廣津による一連の研究が上げ られ る。廣津は、まず広大な観 光 レク リエー シ ョン

地域 における景観の統一性や地域イ メージの確 立のためには小施設の計画 が重要 であると

い う前提 に立ち、小施設の中で も最 も自然景観 の好ま しさと対立 しがちなくず入れ を対象

に設計のあ り方について評価 を行い、風致計画 ・設計の面か らは くず入れの様 な小施設が

大 ・中施設 とともに重要であ るとし(廣 津1974)、SD法 によりくず入れ のイ メージに関

す る考察を行 った(廣 津1985-2)。 続いて廣津 は、解説板 に着 目し、森林観光 レク リエー

シ ョン地は観 光 レク リエー シ ョン活動や 自然 のふれあい とい う役割の他に,野 外 における

自然教化施設 であるとい う考えを元に、ス コー レ的説明法をふまえた解説板 のあ り方につ

いて考察している(廣津 1 9 8 5 - 3 )。更には、森林観光レクリエーション地域の偽木に着目

し、従来の クヌ ギや クリなどを模 した画一的な ものが使用 され ている点 を指摘 し、偽木の

色 ・大き さ ・形 ・テクスチュアについて検討 し(廣 津1986-2)、 偽木 の樹皮 の色 、小 口面

の色 ・形状について考察 して、14の 類型 を提案 してい る(廣 津1988)。

また、この時期か ら、観 光 レクリエーシ ョン林 内や周辺の道 について も関心が寄せ られ、

複数 の研究が行 われ るよ うになった。例 えば、内藤 ・渋谷(1979)は 、埼 玉県比企郡の国

営武蔵丘陵森林公園 のサイク リング道 の視景観 について100mご とに視線 の遮 られ方や景

観構成要素を抽 出 し、その変化 を解析 してい る。 また、高梨(1987)は 、快適な遊歩道の設

計指針案 についての提言を行い、香川 ら(1993)は 、千葉県立県民の森を対象に、①県民の

森 に到達す るまでの路上、②県民の森 の出入 り口、③県民の森の中の各サイ ンが どの よう

に設置 されているか実態を とりま とめてい る。

さらに、大川畑 ら(1993)は 林道研究者の立場 から、林道 の観光 レク リエーシ ョン利用面

にお ける開設効果の算定法、および開設適否 の判定基準の検討 を行い、歩行 に要す る費用

や 自動車 で通行す る場合の費用 を通行距離の費用関数 とす るな どして、林道 の開設効果 を

数量的に現す手法を提案 している。 そ して、林道の開設効果 と林道 開設費、維持費 との関

係か ら開設適否の判定基準 を求 める手法 を提案 し、それ を受けて、国有林の レク リエーシ

ョンの森の内の林道 に判定基準 を適用 した ところ、現在 レクリエーシ ョン区域 に配置 され

て いる林道は観 光 レクリエー シ ョン利 用 に対 して十分機能 を果た してい ると判定 してい

る。そ して、市原 ・野田(1994)は 、ファジィ理論 などを用いて、見苦 しいの り面を見せず

に眺望点 を確保するな ど、景観面に配慮 した観 光 レク リエーシ ョン道路を策定す る方法を

検討 し、京都市東 山地区でシ ミュレーシ ョンを行 っている。 さらに、鈴木 ら(1998)は 、評

価因子 に林 内景観、見晴 らしの良 さ、被視頻度、山腹勾配、路線 間の距離、地盤高 の分散、

道路長、横断勾配 を持 ち、土工量、安全性 を考慮 した観光 レク リエーシ ョン利用 を想 定 し

た道路計画 を、遺伝 的アル ゴリズムお よび ダイクス トラ(Dijkstra)法 を用いてデ ジタルマ

ップ上に作成す る方法 を開発 した。

また、観光 レク リエーシ ョン林内の歩道 につ いては、八巻(1995)に より、北海道野幌森

林公園を対象に歩道整備 の現状について検討 が行われ、森林公園内を、地区別 に調査 した

ところ、①マイカー利用者が利用 しやすい1～2時 間程度 の回遊路型 の遊歩道の有無や、

②入 り口やルー トの幅員、③標識、④付帯施設 など、今後の整備のあ り方を考 える上 で重



要な評価項目を指摘し、それらの項目をもとに遊歩道の整備状況を把握することを試みて

い る。

施設 としての建築物に対 しては、愛知県足助町の三州足助屋敷 とい う観光施設 を対象 と

して利用者 にア ンケー トを行 い、活用状況 と評価を とりま とめ、ユニークなむ らお こしが

展開 され てい る事例 をま とめた研究(杉 浦 ・諸富1989-1)や 、 トイ レ、照明、散策路(テ

ーブル ・いす ・水飲み場)な どの高齢者や障害 を持つ人々が森林空間で快適 に過 ごす こと

ができる施設づ くりや、プ ログラム開発や マンパワーの確保 な ど、 ソフ ト面の充実を提案

している研究(田 中1996-2)、 宮崎県綾 町を対象に、観光客へのア ンケー ト調査 を行い、

同町の観光 レクリエーシ ョン利用の実態 と特徴 を明 らかに した研究(松 元 ・枚 田1997)な

どが行われ ている。

e観 光 レグ リエーシ ョン地域の地帯区分 などに関わる研究

観光 レク リエーシ ョン地域の地帯 区分な どに関わ る研究が行われ始 めたのも、1970年 代

の半ばか らであった。 この類の研究 との先駆 けは、木平が、山地や森林地域の地形を鳥瞼

図によって表示 し、視覚的 に取 り扱 うための手法をま とめ(木 平1974-1)、 ごく小 さな区

画(セ ル)の 集合 として森林区画を定義づ け、数値的 に場所づけが表現 され るデータファ

イルの考 え方を とりま とめた研 究である とい える(木 平1974-2)。 また、天野(1977)は 、北

関東地方 を対象 に、ラン ドサ ッ トデータをベースに、観光 レク リエーシ ョン機能 を視野に

含 めた生活環境保全機能のメッシュ解析 を行っている。 さらに、岸根(1979)は 、兵庫県内

の林野を対象に、主成分分析 を用いた機能評価 を行っている。そ して、第1主 成分を 「木

材生産機 能因子」、第2主 成分以下 を 「国土保全機能因子」、 「森林 レク リエー シ ョン機能

因子」、 「洪水 防止機能因子」 とし、メ ッシュマ ップを作成 してい る。 これ らの研究成果

は、後述 の3-1(3)fの 「森林 の持つ観光 レク リエー シ ョン機能 の評価に関す る研

究」にもつながる研究であるといえる。

この様に、1970年 代半ばか ら終わ りにかけての研究は、観光 レク リエーシ ョンを公益的

機能 の一要素 に含 めて行 われた地理的解析 の研究が主体であったが、序章か ら幾度か触れ

てきた とお り、ROSの 研究(Stankey and Brown1981)が 我が国で発表 され た頃に当たる198

0年代の初期を境にして、観光レクリエーション機能自体に着目した研究が見られるよう

になった。 ただ し、既 に序章や第2章 で幾度か触れ たとお り、ROS自 体 の研 究が我が国で

実際に行 われ るようになるのは、1990年 代 の後半になってか らである(山 岳 レクリエーシ

ョン管理研究会1998,八 巻 ら1998,山 口1999,八 巻1999)。

1980年 代 に行われ たこの分野の研 究は、特 にROSを 念頭 に置いた研究ではな く、別 の観

点か ら行 われた ものがほとん どであった。例 えば、①都市、②都 市近郊、③平場 ・丘陵、

④ 山岳、⑤ 自然環境の5つ に地帯区分 を行 い、 さらに、①空間利用 を行 うことが主体の森

林 か、②風景利用 を行 うことが主体の森林か とい う観点か ら、我 が国 における26種 類 の観

光 レク リエーシ ョン活動 と森林 との関係 の位置づけを定性的に試みている研究(高 木1983)

や、安芸 の宮島 として有名 な広島県宮島町の観 光レク リエーシ ョン地整備 の計画案の策定

の経緯 とその実行状況について検討 した調査事例(廣 津 ・井原1984)、 そ して同 じく宮島

町の観光 レクリエーシ ョン整備計画のあ り方 ・方向性 を現行の法規制や観光利用者統計か



ら明 らかに しよ うと試みた研 究(井 原 ・廣津1984)、 広島県の もみの き森林公園 をケース

スタデ ィとして森林観光 レク リエーシ ョン地の計画 ・設計 のあ り方 について検討 し、具体

的方針 を構成 した研 究(廣 津1985-1)、 風致設計 ・計画か ら見た 日本型都市林について、

東広島市の花 ヶ迫市民の森 をケーススタデ ィと して考察 を行 った研 究(廣 津1986-1)、 森

林観光 レク リエー シ ョン地 の計画や設 計が満 足い くよ うにいっていない理 由などを考察

し、①森林観光 レク リエーシ ョン地 に都市的造園管理手法 を導入 して しまってい る点、②

計画に長期的一貫性 が無い点、③計画設計 に原則性がない点な どの問題 を指摘 し(廣 津19

86-4)、 広 島県の宮島町鷹巣、 もみの木森林公 園、花 ヶ迫市民の森 を対象に、上記の事項

を具体的に検討 した研 究(廣 津1986-5)、 森林観光 レクリエー シ ョン地 の中で も、昆虫 と

ふれあうことを目的とした二次的自然環境の管理が必要な場所の修景計画・設計について

考察 した研究(廣 津1987-2)な ど、現実に存在す る森林観光 レク リエー シ ョン地 の内部空

間に対す る研究事例 が、廣津 を中心 として中国地方で展開 された ことが非常に 目立つ。関

東地方 を対象 としたものでは、長池 ら(1985)が 高尾山の森林観光 レク リエーシ ョンの動向

調査 を行った上で問題点を整理 し、利用拡充のためのゾーニング、施業、施設計画な どを、

利用の集中を避ける形で検討 してい る事例が見 られる。

また、1980年 代 の後半に入 り、コンピュー ターの高速化 、汎用化が進 んできたことを受

けて、森林立地 ・林況情報 を活用 して500mメ ッシュ単位 で観光 レク リエー シ ョン機能評

価を行 った研 究や(溝 口 ・熊谷1987)、 東京大学富士演習林 をスタデ ィエ リアに敷地 レベ

ルで、10mメ ッシュ単位 で、森林観光 レクリエーシ ョン ・景観計画のためのデー タ整備を

検討 した研究(熊 谷 ・堀1988)、 観 光 レク リエーシ ョン機能 に関わ る地域 の物理 的属性の

寄与度 を算出 して重回帰分析 によ りメ ッシュ評価 した研究(丹 羽 ・佐藤1988)、 土地の物

理的属性 に基づ く計画論的 な評価 と住民 らに よる心理的評価 とを結びつ けて100mメ ッシ

ュ単位 で評価を行 った研究(熊 谷1989)な どの各種 メッシュ解析が見 られるよ うになった。

さらに、森林観光 レクリエーシ ョン地区の管理運営主体の形成 と森林整備 のあ り方 につい

て、森林観光 レク リエー シ ョン利用 タイプ(施 設利用 ・空間利用 ・環境利用 ・景観利用の

4タ イプ)に 基づいて考察を行い、その結果①森林の維持管理 に対す る認識不足か ら管理

主体の形成が遅れていた り、十分機能 していない場面が多 く見 られ ることや、②収支を考

えた経営が成 り立ちやすいタイプ と成 り立 ちに くいタイプがあ り、後者 での管理主体の形

成お よび森林 の維持管理のための社会的合意形成が遅れていることが指摘 され てい る(福

田 ・林1989)。

1990年 代に入ってか らは、森林 の総合評価法 の一環 として地形的要因 ・社会的要因から

500mメ ッシュで観光 レク リエー シ ョン機能 を地理的 に評価 した研究(阿 部 ・石橋1995)

や、 リゾー ト開発 が各地で行われているにもかかわ らず、施設建設な どが優先 され、周囲

の森林 を開発計画 に位置づ けることが考え られていない ことを指摘 した うえで、新たなゾ

ーニング手法 を提案 し
、現実的な適用可能性 について、富山県 と岐阜県にまたが る18町 村

を対象に考察 し、①立地条件によるゾーニング、②資源条件(国 際的 一市町村圏的)に よ

るゾーニ ング、③資源内容(文 化系列)に よるゾーニ ング、④資源内容(自 然系列)に よ

るゾーニング、⑤資源 内容(ス ポーツ系列)に よるゾーニングを図式化 し、それ らのゾー

ニング結果 を参照 して、各地区で条件 にかなった森林整備 を行 うとともに、 ソフ トプ ラン

の開発や地理的ネ ッ トワークの形成 を行 うことの重要性 を指摘 した報告(林 ら1990)、 自



然環境 を保全 しなが ら総合的な森林利用計画 を策定す るために、複数の土地利用 の観点を

ラン ドスケープ概念(空 間スケール)ご とに分 けて考え、利用の競合関係 について考察 し、

森林計画策定手順 の考 え方を提示 した研究(坂 本 ら1995)な どが見 られ るよ うになった。

また、北海道の森林観光 レク リエー ションは、登山 ・ハイキングなど、森林を線的に利

用す る活動が多 く、同時 に我が国では林床 にササ等が茂 ることが多いため、その利用 が道

路や遊歩道 に集中す るとい う前提をもとに、北海道立道民の森 を対象にMillwardの ア クセ

ス難易度 計測法 を参考に した難易度計測 を行 って、500mメ ッシュの地図化 を行 った研究

(八巻1996)や 、支笏洞爺国立公園 を対象 に、アクセス難易度の観点か ら、I型(舗 装道

などがあ りア クセスが容易な地域)か らV型(徒 歩以外のアクセスはな く5～8時 間かか

る地域)に 分類 し、現況 をとりま とめ、全体ではI型 が多 く、その周辺では人為的植生や

耕作物が多 く見 られる反面、特別保護地区では徒歩型の割合が高いな どの結果 を明 らかに

した研究(八 巻1997)が 見られ るようになった。

このよ うに地理的解析 ・地帯 区分に関わる研究は、1970年 代の半ばには公益的機能の一

環 として研 究を行われ る場面が多かった状況 が、1980年 代 に入 り、具体的な観光 レク リエ

ーシ ョン林 を対象 とした森林の地帯区分へ と研究のテーマが移 っていった と考 えられ る。

そ して、1980年 代 の後半にはいると、今度 は再び観光 レク リエーシ ョンに特化 した形での

広域 スケール の地理的解析が展開 され るよ うになっていった。 しか しなが ら、そのよ うな

研究の推移 はあったものの、現実の森林計画 に適用 させ ることを強 く意識 した研究は、実

際 のところあま り見 ることができなか ったことも事実である。

f県 民の森や森林公園な どの運営管理 に関わ る研究

さらに、1970年 代半ばにはぐ各地で県民の森 な どが設定 され始めたため、 自然休養林 に

関わ る一連の研究同様 に、県民の森や森林公園な どの運営管理に関わ る研究が行われるよ

うになった。 もちろん、 この項で採 りあげる研究以外 にも、観光 レクリエーシ ョン研究の

ケーススタデ ィの対象 として、県民の森や森林公園が複数遡上に載せ られてはい るが、こ

こで採 りあげた研究は、 これ らの観 光 レク リエーシ ョン林 を主体的な研究対象 として採 り

あげている点が特徴的である。

この類 の研究の先駆 け となったのは、古田や小関 らによる大分県民の森(4,472ha)を

対象 とした一連の研究である。古 田ら(1975-1)は 、は じめに大分県民の森 の植 生を調査 し

た上で、観 光 レク リエーシ ョン機能 と森林生態 を考え合わせた森林施業の方 向づけについ

て考察 を行 い、地帯区分(ゾ ーニ ング)や 各地帯の森林施業にあ り方 について提言 を行 っ

た(古 田 ら1975-2)。 そ して、小関 も都市公園的要素 と自然公園的要素 を兼ね備 え、県民

が豊かな 自然 と直接ふれあい、休養や レクリエーシ ョンを楽 しみ、将来県民のシンボル と

な り広 く一般の使用 され ることを目的に設置 され た大分県民の森の立地条件や施設整備、

森林整備計画 について考察 を行い、区域内の地帯区分(ゾ ーニ ング)の あ り方を提唱 し(小

関1975)、 さらに大分県民の森 を設定す るに当たって困難 を極めた用地買収 についての考

察を行い、用地買収の経緯や用地買収に対す る対象部落の意見及 び要望を明 らかにしてい

る。そ して用地買収による雇用状況の変化な どに伴 う生活基盤の変化の実態を とりま とめ

てい る(小 関 ・真路1976)。



また、北海道 を対象に、国庫補助事業 による観光 レク リエーシ ョン林の指定状況や地理

的分布、設置施設 な どを検討 した結果.主 要 な事業である 「林業構造改善事業」や 「生活

環境保全林整備事業」な どの実施に地域的偏 りがあるため、必ず しも森林観光 レクリエー

シ ョンに対す る利用者ニーズにマ ッチ して事業が行われ ているか どうか分か らない と指摘

している研究(八 巻1991)や 、北海道恵庭市の緑のふ るさと森林公 園の利用者を対象にア

ンケー ト調査 を行い、利用形態 と利用者 の評価に関 して考察を行 った研究(八 巻 ・土屋19

92-2)が 見 られ る。また千葉県の県立清和県民の森、内浦山県民の森、大多喜県民の森を

対象 に、利用状況や森林整備事業の実績 を調査 して、観光 レク リエー ション林の森林管理

についての考察 を行い、その結果元来 これ らの観光 レク リエーシ ョン林は利用空間の特性

に合わせて 目的 を持って管理 を行 うべきで あることを指摘 した研究(宮 林 ら1993-3)も 見

られ る。

1990年 代の半ばに入 ると、開かれた大学演習林のあ り方 に関す る議論 が高ま り、枚田を

中心に、観光 レク リエーシ ョン的側面か ら大学演習林のあ り方について考察 した研究が複

数見 られた。枚 田(1994-1)は 、は じめに京都大学芦生演習林を対象 に、入 り込み者数、

来訪者 の居住地、 日帰 り利用者 の滞在時間な どを調査 し、大学演習林 の一般開放 に対す る

利点や欠点をまとめた。 そ して、京都大学芦生演習林の観光 レク リエー シ ョン利用につい

て、実態調査お よびア ンケー ト調査を行い、その結果同演習林 は土 日の 日帰 り中心で、5

月上旬 と11月 上旬に利用 が多い とい うことを明 らかにした。また利用 目的はハイ キングや

動植物観 察であ り、繰 り返 しの利用比率が高いこと、また多 く利用を行 っている人ほど観

光 レク リエーシ ョンに対す る費用負担 に対 して前向きであるこ とが示 され た(枚 田1994-2)

さらに錦見 ら(1995)は 、芦生演習林 を、旅行 会社が扱 うパ ックツアー に解放 した影響に

ついて、訪 問者 、旅行会社、公共機 関な どを対象 に調査 した。枚 田 ・竹内(1996)は 、芦生

演習林の観光 レク リエー ション利用者の実態 を明 らかに して、大学演習林 の森林管理の課

題 を示 し、本来教育 ・研究 目的に設置 され た演習林 と、新たに生まれた一般者の観光 レク

リエーシ ョン的利用 との仕分 けについて考察 を行 ってい る。

さらに、1990年 代半ばには、井原 により広島県の観光 レク リエー シ ョン林 を対象 とした

精力的な研究が行われている。井原は、は じめに広島県筒賀村 の 「つつが の森」の森林整

備 を時系列的に整理 し、中山間地域における魅力 あるむ らづ く りの利用お よび地域資源利

用の課題 を検討 し(井 原1995)、 広島県吉舎町 にある2箇 所の森林公 園のイメージについ

て、都市住民 と地域住民 とい う2つ の属性 に分 けて、SD法 を用いた現地調査 を行い、中

山間地の地元居住者 は森林観光 レク リエーシ ョン地を田舎臭い、施設量が少ない、変化に

乏 しい、地味な地域 として意識 しているが、都市住民は静か、 自然的、天然林 が多いなど

とい う自然環境の良 さを感 じてい るため、そのよ うな点をもっ と積極的にア ピール して山

村 と都 市 との交流を進 めるべ きで あると指摘 している(井 原1996)。 さらに、広島県吉舎

町に1993(平 成5)年 に開設 され、町内の観光入 り込み客数を大幅に増加 させた森林観光

レクリエーシ ョン基地 「とみ しの里」の利用実態を調査す るとともに、中山間地にお ける

都市山村交流拠点の活性化について考察を行 った。その結果、吉舎町では、現状の森林観

光 レク リエーシ ョン環境 を維持 し、施設の充実やPR活 動 を積極的に推進す ることで都市山

村交流の活性化が効果的 に行われ る と結論づけ る一方で、急激 な入 り込み増加 に対 しては、

中山間地側 の受け入れ態勢に戸惑 いがあ り、高齢化等の理 由か ら都市山村交流活動の拡大



には消極 的な意見 も散見 され たことを指摘 している(井 原1997)。

g観 光 レク リエーシ ョンを通 じた地域活性化に関わる研 究

1970年 代半ばに、特 に活発 となってきた議論が、森林観 光 レク リエー シ ョンを通 じた地

域活性化 に関わる研 究である。

この分野 については、宮林 をは じめとす る東京農業大学の林政学を専攻す る研究 グルー

プが積極的な関わ りを見せ ていた。宮林 らはまず、森林における観光 レクリエーシ ョンが

もた らす生産性 を可能な限 り定量化 し、活動 を経済評価するこ とが重要であるとし、それ

によ り木材生産利用 とは違 う 「厚生林業」 とい う新たなカテゴ リーを確立すべきであると

主張 している。そ して、その評価方法は、①森林内部 に保有す る観光 レクリエー シ ョンの

資源性 を計測 して係数 を乗 じる直接評価法 と、②森林外部 か らの観光 レク リエー シ ョン需

要 と消費 など人間行動か ら間接 的に逆算推定す る間接評価法 に分け られる とし、海外の先

行研 究事例 を紹介 している。そ して長野県の戸隠 自然休養地区 を対象 に、ア ンケー ト調査

と既存統計の解析結果 を用いて利用者 の誘 致距離な どの動向 を明 らか に し、Clawsonの 費

用価値法を用いて森林 の厚生的機能 を算出 してい る(宮 林1975)。 続いて、同地域の観光

レクリエーシ ョン収支や木材生産の現況 も調査 し、同地域が経済林 としての価値 よ りも厚

生林業 の対象地 として期待 され ると結論づ け、森林観光 レク リエー シ ョンについて、都市

住民が農山村地域 を利用す るとい う側面 に注 目し、都市 と森林 レク リエー ション地を結ぶ

交通機関やその誘致範囲を明 らかに して、利用可能性を国 レベル で地理的に検討 している

(塩谷 ・宮林1977)。 そ して、我が国では北海道や九州 ・東北 では地域 内観光が卓越す る

が、四国や中国 ・近畿 ・関東な どの都市の規模が大 きい地域では同一地域内観光の比率が

低 くな り、遠方へ の宿泊型観光 にな るとい う側面を浮 き彫 りに し(宮 林1978)、 林野庁の

自然休養林制度お よび総合森林観 光 レク リエー ションエ リアを中心に、山村振興に果たす

役割 を検討 している(宮 林1979)。 さらに、山村地域において、観 光 レク リエーシ ョン開

発 が経営 として どこまで成 り立つのか、地域 にとって本 当に役 に立つ のかを、山梨県道志

村 で行ったアンケー トをもとに考察 し、その結果山村 の開発 には賛成 が約35%、 条件付き

賛成が約50%で あ り、また約半数の人が専業 もしくは兼業で観光 レク リエーシ ョンサー ビ

ス業 に従事す る意向がある反面、観 光の進展によ り住みに くくなった とい う意 見(約15%)

が住みやす くなった とい う意見(約2.6%)を 大 きく上回 ってい ることを明 らかに し(宮

林 ・塩谷1981)、 過疎地域 における森林観 光 レク リエーシ ョン利用 の 目的は、過疎地に豊

富にある観光 レク リエー ション資源 を有効かつ適切に活用 して、存立 さえ危 うい地域社会

の振興を図 ることにあるとい う点を強調 し、埼 玉県秩父地域の過疎地 を対象に事例的考察

を行ってい る。そ して、過疎地域では地域内のあ りふれた 自然や祭事な どが観光 レクリエ

ーシ ョン資源 として活用できるとい う可能性を持 ってい る反面、観光 レク リエーシ ョン行

動の主体が 自然観 賞やハイキングな ど高い経済効果を望めない とい う問題点を指摘 し、過

疎振興 とい う側面か ら観光 レクリエーシ ョンを考 えるには、供給者側が計画的視点に立っ

て観光 レクリエーシ ョンの場 を構築 してい く重要性 を主張 した(宮 林1983)。 また、宮林

は昭和30年 代 か ら50年 代にか けて、我 が国の観光 レク リエーシ ョン需要が増加 し、その形

態が 「慰安型 の団体旅行」か ら 「家族 ・小 グループの旅行」へ と変化す る中で、受け入れ

側である山村側の対応 を投下 され る資本の違 いなどか ら考察を行 い、山村活性化の方策を



考察 している(宮 林1984-1)。 さらに、内発 的発展や地域主義の思想 を念頭 に置 き、山形

県小国町 を対象 に地域開発 の基本理念について考察 した結果、地域づ くりの視点か ら森林

観光 レク リエー シ ョン開発 を進めるのであれ ば、地元産業 とのつ なが りや地元住民の意識

を的確 に踏 まえ、住民参加型の開発 を行 う必要 がある と主張 してい る。 また、施設 の集中

は効率的な一方農 山村内に新たな地域 間格差 を生む懸念があるので計画的に行 う必要があ

る点 を指摘 している(宮 林1984-2)。

宮林 らに よる研究以外へ 目を向ける と、例 えば柳 は、森林観光 レクリエーシ ョン機能 に

関 して、受益 と負担 の公平 を期す必要がある とい う前提のもと、森林造成維持費用 の推算

を行い、費用項 目に景観保全費、基盤施設整備費、利用施設整備費を挙げて必要な費用及

び損失補償な どを積み上げた推算方法 を とる必要性 を指摘 し(柳1976)、 観 光 レク リエー

シ ョン面 か ら森林造成維持費用 を推算する際 に必要な費用推計の考え方 と具体的手順につ

いてとりま とめてい る(柳1977)。

村島 ら(1977)は 、長野県 白馬村を事例 として、地域の観光 レク リエーシ ョン利用や観光

レク リエー シ ョン施設の建設過程を時系列的に とりま とめる一方で、地域 の農業経営や農

家民宿、林業的利用の動向についてと りま とめた。そ して両者の対応関係 を考察 し、①村

の財政 については観 光 レク リエーシ ョン収入に よって好転 したが、道路、ゴ ミ事業な どの

土木費、衛生費 による公共事業が優先 され、農林業が軽視 され るようになったこと、お よ

びにスキー場集 中地に人 口が移動 した結果、地域的過疎が引き起 こされ、また、観光 シー

ズンの季節性か ら臨時雇用が多 く、若年層の地域への定着 に貢献 していない こと、③農家

民宿 の設備(ス キー客用な ど)が 拡大 し、借入金の返済のために農地を手放す現象が見 ら

れ、計画的農地利用 が困難 になってきている こと、④土地投機 による山林のスプ ロール化

が起 こ り、計画的森林利 用に支障 を来 していることを指摘 している。

また、土屋は、長野県立科町を対象 に、町有林経営の実態および観光 レク リエーシ ョン

開発 の展開過程 を整理 し、町有林林業の経営悪化の代替機能 としての観光 レク リエー ショ

ン開発の可能性 を検討す ることを手始 めに(土 屋1982-1)、 その後は交通資本 による観光 レ

クリエーシ ョン開発 の展開過程 を調査 している。そ して、従来観光 レク リエー ション開発

に関わ る山村経 済論 が、地元の側に立ち、 「地元 にとって観光 レク リエーシ ョン開発はい

かなる意 味を持ったか」 とい う問いかけに終始 している状況を指摘 して、開発 主体の側か

らの分析 を行 うことを提唱 した。そのため、は じめに戦前期の山梨県の富士急行 とい う鉄

道資本 を対象に、観光資本の側 に立った開発計画 を時系列的 にと りま とめ(土 屋1981)、

この地域密着型 の交通資本が戦後バ ス業か ら始ま り、不動産業を経て、観光業へ と変態 し

てい く歴史 を客観的 に明 らかに している(土 屋1982-2)。 さらに土屋は別荘地 に着 目し、

国土計画(株)の 前身 である箱根土地(株)の 、1910年 代か ら1920年 代 における経営過程

を、箱根及 び軽井沢の土地取得 とその後の観光 開発 を中心 に明 らかに している(土 屋198

5)。

なお、1970年 代か ら1980年 代にかけて非常に活発に行われてきた観光 レクリエーシ ョン

に関わる地域活性化の研究は、1980年 代の後半頃 には リゾー ト開発に関心が集 中 した。そ

の点については、別途項 目をたてて後述す るが(3-1(3)g)、 地域活性化その もの



の議論は、1990年 代の初 めにバブル経済の雲行 きが怪 しくなった頃か ら、再び複数見 られ

るよ うになった。

例 えば、小野(1991)は 、滋賀県朽木村 の観 光 レク リエーシ ョン施設の収支状況、雇用の

状況、経済波及効果について検討 し、その結果村内の施設 は雇用によ り過疎の緩和や間接

的経済波及効果 は若干認め られるものの、施設 自体の収支状況は とて も自立できる状態 に

は無い ことを指摘 し、雇用 のための人件費にかかるコス トや、村 内の商店か ら物資 を調達

す るコス トな ど、む らお こしの 目的が施設 の収支状況 に少 なくない悪影響 を与 えている点

も指摘 している。野田(1991)は 、内発的な地域活性化の成功例 として長野県野沢温泉村の

民宿経営 について時系列的 にとりま とめ、その結果大資本 の導入 を行わず に地元主体 でス

キー場開発 を行い、 さらにその後夏場 の利用へ向けた取 り組みを行った点な どが現在の発

展の理 由であると指摘 している。ただ しその結果、民宿は現状維持を指向 したもの と、拡

大路線 に向か うもの との二極化 が進 んだ点を指摘 している。

村瀬 は、森林総合利用の概念、性格、発展過程、動向等 を理論的、実証的 に整理分析 し

て、森林 の総合利用事業 とは、 「民有林において木材 生産 を行いなが ら、都 市住民の保健

休養 のた めに森林 と休憩施設等 を整備 し、 もって林業の近代化 と林業関係者の定住化の促

進 をす る」 とい うことで、あ くまで林業地域の活性化を 目的 とす る事業であると指摘 して

いる。また一方で、この時期、森林の総合利用 とい う言葉 自体は、事業の定義 とは離れて、

森林 にお ける野外活動全般を指すよ うになった と指摘 している(村 瀬1993-1)。 そ して さら

に、宮崎 県椎原村 と熊本県水上村 にお ける観光振興計画 を分析 し、豊富な森林資源 を有す

る山村における森林 レク リエーシ ョンの動向を とりま とめた結果 、① 自然林の造成な ど森

林環境 に対す る保全への対策が希薄であること、②知的探求の場 として 自然環境や山村文

化 を位置づ けるための施設計画が不十分な こと、③資本力の弱い山村 において第三セ クタ

ーな どに よる地場産業 の活性化方策がみ られないことな どを問題点 として と りまとめ(村

瀬1996)、 大分県直入町、熊本県長陽村、宮崎県南郷村 を対象 に、観 光開発 の展開過程 を

解析 し、観光資源 ・施設 の造成 だけではな く、地域文化の向上、住民参加 な どを十分考慮

し、周辺 地域 の協力 を得なが ら観光事業を推進す ることが重要 であると指摘 してい る(村

瀬1997)。 そ して、増 田 ら(1998)は 、地域振興や過疎化対策 として開設が盛んである リゾ

ー ト・観光 レク リエーシ ョン施設の効果 を、1992(平 成4)年 に開設 され た新潟 県高柳町

の 「じょんのび村」を対象に検討 し、施設 での消費 ・販売 を通 じての産業振興効果、Iタ

ー ンをは じめ とする雇用創出効果、入湯税 な どの税収増効果を確認 している。 さらに、草

原や湖、海洋 といった 自然地域 とともに複合的に利用 され る森林の観 光 レク リエーシ ョン

的な比重 を明 らかにす るため考察を行 って、今後の問題点 を提起 してい る(村 瀬1993-2)。

また、東京農業大学のグループは、市町村の枠 を超 えた広域の地域間連携に着 目し、地

域振興に とって広域連携が どの よ うに進 め られ たか、また森林観光 レクリエーシ ョン事業

とどの よ うな結びつ きを持つのかを考察 し、その結果森林観光 レク リエー シ ョンにおける

広域連携 は、地域間ない しは施設 間の相互補完 を図 ることが重要であると指摘 している。

そ してそのためには、名 目上設置 されるだけのケースが多い広域行政機関(協 議会な ど)

が主体的に計画に関わることや、森林 および観光 レク リエー ション施設 に関す る情報 の共

有化 を図 るための基盤 を整備 する ことな どが必要である とし(天 田 ・宮林1998)、 農林水

産省の 「新 しい食料 ・農業 ・農村政策の方 向(新 農政)」 による農林業 の大規模化方針 に



対 し、中山間の農林業を政策の主軸 に位置づ けなお し、総合的利用による活性化 を行 う必

要性 を提唱 している(宮 林 ・原1994)。 そ して、森林の総合利用登場 の背景 を整理 し、森

林観光 レク リエーシ ョン事業 の展開 を調査 した上で、従来の木材 生産に加 えて、 「総合利

用」的観 点から地域資源の適正 な維持管理 を通 じた維持管理による地域活性化 に結びつ く

森林利用を 「流域林業」 として位置づ ける試み を、群馬県利根川上流域 を事例 に分析 して

い る(原 ・宮林1997)。 さらに、農 山村の新たな観光 レクリエーシ ョン形態 と して注 目を

浴びつつある都市 山村交流について、東京都世 田谷区 と群馬県川場村の交流 を歴史的に整

理 し、その発展過程を明らかに し、その結果交流事業の発展過程は、①イベ ン トな どによ

る不特定多数の参加 形態、② 自治体 を中心 とした交流に理解 を示す もの同士での交流、③

自治体間交流か ら住民間交流への転換、④林業体験や資源環境教育活動な どを通 じて両住

民が共同 して資源管理 を行 う段階、⑤山村への移住や縁組 み(結 婚な ど)が 進み 日常の中

での交流 が進む段階 とい う発展過程があることを明 らかに している(宮 林1998)。

hそ の他70年 代に見 られた研究

その他、1970年 代に見 られた研究は以下の通 りである。

新本 ・砂川(1976)は 、沖縄県西表島を対象に、島嶼 地域 における森林観光 レクリエー シ

ョン利用者の実態調査お よび観光 レクリエーシ ョン資源を調査 し、観 光 レク リエーシ ョン

のために特に重要な森林施業方針等の基本施策 について考察 を行 い、 さらに森林観光 レク

リエーシ ョン利用者 に対す るアンケー トか ら、交通手段、利用者の現住所、利用 目的、滞

在時間な どを とりま とめてい る。内藤(1978)は 、岩手県の小岩井農場の観光マスタープラ

ンを作成する過程で、歴史的な背景、 自然環 境、観光計画のための理念 ・目的について、

①農場全体、②観光部 ・種牛部 ・乳業 工場を中心 とした上丸 と、 山林緑化部を中心 とした

中丸にお ける地区スケール、③観光部 の中での部分的スケールで検討 を行った。宮前(197

7)は 、資金の大半が林道開設に当て られた第一次林業構造改善事業を見直 して 「素材生産

過程 か ら木材流通過程までにいた る多種多様 な事業 を、総合的、有機的な関連 のもとに計

画」す ることを基本理念 とした第二次林業構造改善事業について、徳 島県木屋平村を事例

に考察 している。 また、熊崎(1974)は 、森林利用計画 を考 えるためには、①社会的に望ま

しい森林利用 とは何で、 どのよ うに決 められ るのか、②望ま しい森林利用はいかなる条件

の もと実現す るのか、 もしそれが市場機構 のもとで実現 しないのであれば、 どの ような政

策手段を執 りうるべ きかについての基準を経済分析の立場か ら明 らかに しよ うと試みてい

る。そ して森林観光 レク リエー シ ョンについては 「準私的財」 と位置づ け資源配分 の理論

モデル を作成 し、そ して森林観光 レク リエー シ ョンにお ける混雑現象 と社会的費用の増大

の局面について論 じ、便益評価 を行 い、利用者に対す る課金問題 な どに言及 している。

(3)1980年 代 にか け て始 め られ た研 究 の 動 向

a森 林観光 レク リエーシ ョンに関わ る林野施策 に関す る研究

1980年 代 に入 ると、観光 レク リエーシ ョンに関わ る林野施策が多様化 してきたため、以

前は自然休養林 など特定の施策に対 して関心が集 中していた研 究も多様 な展開を見せ るよ

うになっていった。 この ような研究の先駆 けとしては、先に紹介 した1970年 代の宮前(197



7)に よる林業構造改善事業 の研究な ども該当す ると考 えられ る。

まず、1980年 代には、林野庁 自らによる観光 レク リエー シ ョン施策に対す る考察が見 ら

れ ることが特徴的である。例えば、林野庁管理課(1981)は 、国有林内における レク リエー

シ ョンの森 の指定状況や 、利用状況を整理 し、国有林の今後の課題について、行政の立場

から言及 してい る。そ して、収支均衡、独 立採算を建前 とす る特別会計の中に、公益性 を

内包 している矛盾点 をあげ、森林観光 レク リエーシ ョンの維持管理に係わ る財源確保が今

後の最重要課題 だ と認識 し、抜本的改革が必要であると国有林の役割について述べ ている。

また、林野庁森林組合課(1989)は 、林 業構造改善事業について言及 し、 「林業構造改善事

業における森林観光 レク リエー ション整備 の基本的考え方 は、構造改善事業 の1つ として

実施 していることか ら、林構事業本来の 目標である林業の生産性及び収益性 の向上 と林業

所得の増大に結びつ くものではな らない」と同事業を位置づ けてい る。この様な見解か ら、

この時点 においても、森林観光 レク リエー シ ョン施策 は、林野行政に とっては、あくまで

も木材生産の副次的位置づけに過 ぎない認識があったことが伺 える。 また、直接 の林野庁

の見解 ではないが、森林の保健機能の増進 に関す る特別措置法案について考察 し、同法案

が 「森林資源 の総合的な利用 を促進 し、もって林業地域の振興 と国民の福祉の向上に寄与

す ることを目的 としてい る」 ことを指摘 し、法案提 出の背景、法案 の概要、保安林制度や

林地開発許 可制度の特例措置についてま とめてい る研究 も見 られ る(下 平1989)。 そ して、

高野(1990)は 、1990(平 成2)年6月11日 付通達 された 「保安林お よび保安施設地区の指

定、解除等の取 り扱 いについての一部改正並びに保安林 の転用に係 る解除の取 り扱い要領

の制定お よび開発行為の許可基準の運用細則 についての一部改正について(平 成2年6月

11日 付2林 野治第1868号 林野庁長官通達)」 の解説 を行 ってい る。そ して、 「森林 の保健

休養機能の増進に関す る特別措置法」の制定により、30ha以 上の保健機 能増進法の適用森

林では、施設の整備 と森林施業 に関す る技術的基準な どで、保全 と利用の両立のための制

度を確立 させたが、①大規模 なゴル フ場、スキー場、ホテルな どへの転用や 、②面的なま

とま りを持たない(30ha未 満)森 林観 光 レク リエー シ ョン施設への対応 が不十分であるた

め、それ を補完す る必要があることを指摘 している。

また、小島 ・藤本(1990)は 、静岡県 における生活環境保全林 の現状 と管理運営問題 を調

査 し、治山機能 を損なわない程度に森林 の観光 レク リエーシ ョン機能 を充実 し、国民への

利用解放 を 目的 とした 「生活環境保全林事業」の利用 ・維持管理の現状を明 らかに し、考

察 している。その結果、千本等の海岸林 に見 られ るよ うに、保全林 と地域社会、地域住民

との関係 が深いほ ど、住民による自主的な公益的機能 の保全が図 られ、生活環境保全林 と

して受け入れ られている一方、集落か ら遠い山地域にあるものは、住民 よりも地域外の観

光客向け とい う設定動機 が強い こともあ り、住民による自主的管理や施設保全 が見 られず 、

自治体 の直営ない し委託管理に任 されてい るものが多い ことを指摘 している。 同様の視点

の研究 としては、木 内 ・柳内(1991)が 、 日頃国民が接 しやす く身近だ と感 じている 「保健

保安林」 を対象に林況調査 ・利用状況調査を行い、その整備のあ り方、整備 手法 につ いて

考察を行 ってお り、また高柳(1992)ら は、 「環境林整備 事業」の事例分析か ら環境林施業

の展 開 と里山保全行政についての考察を行っている。

八巻(1993-1)は 、 「森林の総合利用」施策に着 目した研究 を行 ってい る。 そ して、 「森

林の総合利用」施策の大半は 「森林 レク リエーシ ョンお よび関連する諸利用」であるとい



う前提 に立ち、北海道の林務部お よび国有林野事業の施策について検討 し、北海道林務部

に対す る地元の期待 は、地域振興や観光 レク リエーシ ョンの場の整備 であ り、国有林野事

業が期待 してい るのは事業 による収益 の確保 であるとい う思惑 のずれ な どを指摘 してい

る。 さらに、金 ・永 田(1995)は 、全国の森林 インタープ リター技能研修制度に着 目した研

究を行 った。そ して森林インタープ リターの養成や研修の実態を明 らかにするために、全

国アンケー ト調査を行った結果、19都 道府 県において実施 されてい ることが把握 され、 こ

れ らの技能研修はまだ萌芽的段階であるといえ、養成や研修プログラムの資金的裏づ けを

伴 った整備 ・充実が今後 の課題であると結論づ けている。

b森 林観光 レク リエー シ ョンに関わ る海外調査研究

森林観光 レクリエーシ ョンに関わる海外調査研究 については、既 に1953(昭 和28)年 に

は、中村(1953)に よ り、米国国有林に関わ る研 究が行われ、1970年 代 にも国立林業試験場

による研 究報告(国 立林業試験場1971)が 見 られ るな ど起源 は古いが、 まとまった研 究成

果が見 られ るよ うになったのは、 日本の経済が安定 し、海外調査が比較的手軽に行 えるよ

うになった1980年 代以降であると考 えられ る。

この時期に入 ると、海外調査は世界各地 を対象 にして行われ るようになった。

まず 、范 ・川名 は、台湾地区の国家公園 と森林観 光 レクリエーシ ョン事業に着 目し、台

湾内政部の国家公園お よび林務局の森林遊楽 区の制定の歴 史や利用の実態 を報告 している

(范 ・川名1982-1,1982-2)。

また、浅野(1983-1)は 、OECD「 環境 と観光」専門家 グループ会合における各国のケース

スタデ ィと して、スイスにおけるスキー観光 の発展 と環境 に与えるス トレスの事例研究 を

報告 している(浅 野1983-1,1983-2)。

同様 にヨー ロッパ を対象に した研究では、英国人 の野外 レク リエー シ ョン、特に森林公

園の利用 について着 目し、エジンバ ラ大学 が行 った1960年 代のイギ リス人の森林公園の利

用実態や利用 目的 に関す る調査結果 を我が 国に紹介 した事例や(石 井1983)、1975(昭 和5

0)年 に成立 した(旧)西 ドイツ連邦森林法 を中心に、 「入林権」や 「休養権」の特徴 を

明 らかに している研究(木 村 ・有永1990)が 見 られ る。 また、 ドイ ツについては1907(明

治40)年 か ら1911(明 治44)年 にかけて ドイ ツの労働者層へ向けて行われ たア ンケー トを

対象に、なぜ このよ うなアンケー トの設問がつ くられたか、また当時の ドイ ツ労働者 が森

林 に何 を期待 していたのかを考察 し、その結果1900年 代初頭の ドイツ人の労働者層は急激

に発展 してい く工場街 が自分た ちの生活空間であるとい うふ うには、必ず しも認 められ な

かった傾向が考 えられ、 当時 ドイツの一定の労働者層階級 には既 に森林愛好的な傾 向を示

す行動が明白に現れていたことを指摘 している研究が見 られ る(赤 坂1996)。 また、バイ

エル ン州南部のクナイプ療法で有名 な保養 地バー ト・ウェー リスホーヘ ン市を対象に森林

観光 レク リエー ションの形態 と特徴を調査 し、その結果同市では、 クナイプ療法 と重複 し

なが ら運動療法や リハ ビ リテーシ ョンにとどま らず、学習啓蒙的 な内容 の活動が行 われて

い ることを明 らかに し、そのために樹木保護 条例や保健休養林 の設定な ど保養環境 の整備

も関係機 関が連携 して行 っていることを明 らかに した研究な ど(上 原1998)、 多様 な視点

か ら調査が行われる様になったことが分かる。

そ して、北米 を対象 と した研究につ いては、既 に幾度か述べて きたROSに 関す る研 究の



他に(八 巻2000-1,八 巻 ら2000-2ほ か)、 アラスカにお ける国有林の経営上 の特色 と背景

を明 らかにす ることで、森林観光 レク リエーシ ョン管理 について考察を行い、その結果ア

メ リカでは1960(昭 和35)年 か ら 「多 目的利用 ・生産保続 法」 によ り、国有林のすべ ての

資源 に対 して、国民(住 民)の 必要 と要求に合 うよ うに混合資源の最 良の状態 を作 り上げ

るよ うな民主的経営 を行 っている実態 を明 らかに し、観光 レクリエーシ ョンについても国

民の要望 に添ってきめ細 かな管理計画 が立て られ てい る実態 を報告 した事例(中 村1986)

が見 られる。

また、土屋 は、ア メ リカ合衆国のEIS(環 境影響評価書)に ついて、そのスキー場開発

の国有林への適用事例を紹介 した研究(土 屋1990-1)を 行 い、序章でも触れた とお り、我

が国の森林観光 レク リエー シ ョン形態が欧米 と質的 にかな り異な ることを指揮 し、 「日本

人は本当に森林 が好きなのだろ うか?」 とい う根本的な問いかけを行 っている(土 屋1994

-2) 。

伊藤 は、合意形成 に着 目して、アメ リカの国有林にお ける観光 レク リエー ションの展開

過程を、カーハー トの活動 を通 じて明 らか にし、サ ンイサベル国有林の観光 レク リエーシ

ョン計画策定過程で、住民参加 による観光 レク リエー ション開発 の先例 を打 ち立て るな ど、

国有林観 光 レク リエーシ ョン展開の基盤 を創 ったことを明 らかに し(伊 藤1993)、 続 いて

カ リフォルニア州有林のマ ウンテンホー ムを中心 に、州有林管理お よび観光 レク リエーシ

ョン計画策定における市民の意 向反映のあ り方 について考察 を行 っている。 そ して、フォ

レスター と利用者 が 日常的にインフォーマル な接触 を保つ とい う前提 のもと、住民参加型

アンケー トが有効 であることを指摘 してい る(伊 藤1995)。

そ して、山口は、米国における森林観光 レク リエーシ ョンの現況を、利用面 ・資源面か

ら整理 した うえで、観光 レクリエーシ ョンのための森林管理の問題点 を指摘 し、 日米 の違

いは、観光 レク リエーシ ョンが森林政策の中で名実 ともに市民権 を得 てお り、それに対す

る研究や施策が着実 に行 われ てい るとい う点を指摘 し(山 口1993)、1960年 代 か ら1970年

代にかけて策定 された米国国有林の観光 レク リエー シ ョンに係わ る法律 をもとに米国国有

林の観光 レク リエー シ ョン管理の特徴 の整理 を行 い(山 口1994-1)、 米国での事例 を紹介

しなが ら、キャ リング ・キャパ シティの概念や、利用規制 を行 うための原則 などを紹介 し

ている(山 口1994-2)。

そ してカナ ダについては、菅原 ・谷貝(1994)が 、ブ リテ ィッシュ ・コロン ビア州 におけ

る野外 レク リエー シ ョンの活動 ・管理システムの現状を押 さえ、カナダ人に とっての野外

レク リエー シ ョン管理 の位置づ けを考察 した研 究が見 られ る。その結果、ブ リティ ッシコ.

・コロンビア州 では、多様 な森林形態の中で も、直接経済活動には結びつかない利用が見

直されている実態 を指摘 し、森林 の調査や社会ニーズを背景 に、その森林が持つ価値を十

分引 き出 させるよ うな利用 の優先順位づ けを行 い、経済 ・環境 ・文化 の面で最大限の利益

(benefit)を もた らす ことを管理 目的 とする統合的資源管理(Integrated Resource Manag

ement)を 用いて、森林 の多元的利用 を推進 していることが報告 されている。

さらに、 この時期 には我が国 と海外 との比較研究 も見 られ始めるよ うにな り、国有林 に

お ける観 光 レク リエー シ ョン事業 の 日米比較研究や(大 田1997)、 都 市近郊 の研 究の項 で

も触れ た金 ・永 田(1997)に よる、都市近郊観光 レク リエーシ ョン林の 「利 用者管理」や 「利

用者教育」関す る目本 と韓国の国際比較研 究なども見 られ るようになった。



c自 然の保全 と森林観光 レクリエーシ ョンに関わる研究

1980年 代には、1960年 代の終 わ りか ら1970年 代にかけて国内で高まってきた 自然環境の

保全 に着 目し、森林観光 レクリエーシ ョンとの関係 を考察 した研究が見 られ るよ うになっ

た。

薛(1982)は 、 自然 の保全 とその合理的な活用 を主題 とした森林観光 レク リエー ション計

画に関 して、①計画設計 において明 らかな失敗を さけるためのルール とその一般化 の限界、

②合理的な計画設計 を行 うための着眼点 とその課程 を効率的に処理す る方法、③ これ らの

ために有効 な基礎調査の方法お よび調査結果 の応用 の方法な どの追求 を念頭 に置いて実践

的な研 究を行い、 自然保全を前提 とした森林の観光 レク リエー シ ョン的活用について、緑

地環境 を基盤 とした計画設計論 として詳細 にまとめている。

また、山根(1992)は 神奈川県鎌倉市の散在 ヶ池生活環:境保全 にアンケー トを行い、都市

近郊の保全意識 と日常的な利用 との関係 な どを調査 し、その結果余暇 における観光 レクリ

エーシ ョン的利用 などが都市近郊林 の保全意識に結びついていることを確認 し、奥 ・深町

(1994)は 、旧大阪営林局 内の50カ 所 の保護林 を対象に郵送ア ンケー トを行い、生物群集

の保護 を観 光 レク リエーシ ョンとの関係 について考察 した結果、10～500ha規 模の 自然植

生地域や植 林地 内に分布する保護林 を中心 に、景観 ・観光資源 としての資質 を持 っている

ものが多 く認 め られることかを明 らかに した。 そ して、保護林内での観 光 レク リエーシ ョ

ン利用への対策 は限 られてい るので、適正な管理手法や利用形態を検討す る必要があるこ

とを指摘 している。

d森 林観光 レク リエーシ ョン地の利用者 に関す る研究

1980年 代には、森林観 光 レクリエーシ ョン地 の利用者に関する研究が主体的に行われ る

よ うになった。それ以前にも、 自然休養林 の研究や都市地域の森林観 光 レク リエーシ ョン

の研究 に関連 して、利用者の研究が行 われた事例は少な くないが、 この時期になって、利

用者 に対す る研究そのものが研究のメインテーマ となることが多 くなった。

例 えば、坂本 は、観光 レク リエーシ ョン行動者の出現率 を観光 レク リエーシ ョンエ リア

までの路線距離の関数 として表す ことを試み て、その定数 を高知県の森林公園を基に導き

出そ うと試み(坂 本1983)、 高知市周辺30km圏 内にあるの7カ 所の森林観光 レク リエーシ

ョンエ リアを対象 に、利用者 の誘因圏 を解析 した ところ、訪 問者は距離の対数値に対 して

逆比例的に減少 してい くものの、その減少度合いは城郭や古刹の存在 な ど各森林観光 レク

リエーシ ョンエ リアの特異性 に依存 して一義的 に定ま り、各観光 レク リエーシ ョンエ リア

の立地な どには影響 され ない とい うことを指摘 している(坂 本1984)。

大永(1986)は 、余暇開発セ ンターが行った森林観光 レク リエーシ ョン利用 に関す るアン

ケー ト結果 をもと考察を行い、その結果一般に 日本人の森林への関心は高まった といいな

が ら、い ざ森林 で遊ぶ となる と、 どうして良いのか分からな くな り、その結果ふるさとの

森や森林公園な どは利用率が低い、つま り不採算 に陥るとい う悪循環が生 じている とい う

ことを指摘 した。そのため、我が国で観光 レク リエーシ ョンを供給す る側 は、遊び方 をつ

けた具体的 な提案 をしてい く必要があるとしている。

千野(1987)は 、少年の 日常生活 における自然 との関わ りに着 目し、国立那須甲子少年 自



然の家 を利用 した関東近郊8都 県50校 の10歳 か ら13歳 の子供に 自然体験、生活習慣、家庭

環境な どのアンケー トを行い、その結果 自然に対 して経験豊かな子供は生活体験が豊 かで、

その生活体験は学校や家庭 での しつ けではな く、子供 自身の 自己啓発的な体験であるとい

うことを明 らかに した。

中島 らは、来訪者 の意識 について、鹿児島県県民の森 を対象にアンケー ト調査 し、その

結果県民の森への来訪 目的は自然観察が多い ものの、もっ とも良い印象 を受けた場所 は森

林学習展示館やスーパースライダーな ど人工的色彩 が強い場所であ り、遊歩道 の利用者は

回答者の約3分 の1に 過ぎない ことを明 らかに した。そ してこ うした傾向は、山形県の県

民の森 における調査結果 と類似 していることを指摘 している。また、県民の森への再訪の

希望が多いので、今後は 自然 との接触 を密にす るような県民の森 の管理運営が望まれ ると

し(中 島 ら1987)、 さらに この調査 を受けて2年 後に同 じ調査を行った結果、細 かい点に

差異があるもののほぼ同様の結果 を得 たことを報告 している(中 島 ・今永1987)。

乾 ら(1989)は 、兵庫県内でスポーツ ・観光 レクリエーシ ョンの場 として利用 され る森林

(神崎町 ・グ リーンエ コー笠形)と 、緑や森林 と親 しむ ことを 目的 とした森林(神 戸市 ・

神戸市立森林植物園)に おける施設 の利用状況 を、ア ンケー ト調査な どで比較 した結果、

前者 よ りも後者 の方が、高齢層の利用が高 く、また不満 が多 く見 られ る傾 向にあることな

どを明 らかにした。そ して、前者 のよ うな森林では、森林が外 に追いや られて単なる背景

になる傾 向があるので、施設周辺 の遊歩道整備 な ど、森林 とのふれ あいの場 を適切 に整備

してい く必要性 を提示 している。

香川 ・八巻は、千葉県立清和県民の森、内浦山県民の森、館 山野鳥の森 の3箇 所 を対象

にア ンケー ト調査 を行い、利用者 が県民の森に求めてい るものお よび各県民の森の特性な

どを考察 し、その結果内浦 山県民の森ではキャンプ利用者 の林内利用が少ないことと再来

訪の有無は施設の満足度に依 ることを、清和県民の森では県外来訪者 が自然性 を求めてい

ることを、館 山野鳥 の森 では県外者の立ち寄 り型利用が 目立つ ことな どを指摘 した(香 川

・八巻1989) 。 さらに、都市近郊 の自然性 の高い森林 の代表 として、茨城県 の筑波 山来訪

者の満足度を、利用 したルー ト別 に分析 し、森林観光 レクリエー シ ョンにおける快適性の

構造 を明 らかにしてい る。具体的には、① 自然性指向の高い グループは森の中の景色やブ

ナ林 に感銘 を受け、施設利用型 のグループは施設 ・景色 ・環境の満足度に影響 され ること

が多 いので、それ らの質 の向上が課題である と指摘 し、また、②涼 しさ、静 けさ、すがす

が しい空気 など、ごく平凡な快適環境 を都市住民が求めている現実か ら、そのよ うな環境

を高 める森林管理が必要である としている(香 川 ・八巻1990)。

小笠原 ・吉岡(1992)も 、都市近郊 の観 光 レク リエーシ ョン林の利用者 に着 目し、大阪府

の箕面国定公園の利用者 を対象に公園に、来た 目的、同伴者 、気に入った場所 、満足/不

満な点、 リピー ト希望、期待す る活動内容、必要な設備、入園料 についてのアンケー トを

行い、その結果 をま とめている。

大谷 ・渡部(1992)は 、北海道の国立公園 における利用者 ・住民の自然認識を明 らかにす

るため、北海道大学 自然保護研 究会が行 った道内のい くつかの 自然公 園の来訪者 と地域住

民を対象 にしたアンケー ト調査を用いて分析 を行い、現代的観光 は有名地の周遊型 で施設

重視、風景重視に偏 っていると指摘 してい る。そ して、長期滞在型観光 を推進 した として

も、 自然認識の力を高めなけれ ば従来の周遊型観 光的な認識か ら脱却 できないとの懸念 を



表明 してい る。 そ して、関連 した研究 として、渡辺 ・大谷(1992)は 、北海道の国立公園来

訪者や地元住 民へのアンケー トを行った結果、短期周遊型の利用者 は国立公園に肯定的な

評価を与 えているものの、 自然を風景 とい う一面でしか とらえていない傾向があることを

指摘 した。従って国立公園の管理 は、利用者の意向調査 とい う一面だ けではな く、利用に

よって利用者 の意識 が どのよ うに変化 ・形成 されてい くか とい うことを調べ る必要がある

と主張 している。

八巻 ・土屋 は、精度の高い森林利用者の測定を行 う目的で、北海道恵庭市の 「緑のふ る

さと森林公 園」お よび 当別町の 「道 民の森神居尻地区」の2カ 所で、 自動計測装置(ゲ ー

トカ ウンター)の 試行を行い(八 巻 ・土屋1993-2)、 また行動分析の手法 として主に地理

学の分野で発達 してきた時間地理学の考 え方が、森林観光 レク リエーシ ョンへ適用可能で

あるか を検討 し、時間的 ・空間的流れ の中で森林観光 レク リエー ション行動 を解 明す るこ

とを試みた。そ して北海道 当別町にある道 民の森神居尻地 区を対象に分析 を行い、移動や

滞留 を行 う時間や空間の差異によ り観光 レクリエー シ ョン行動者 を類型化す ることに成功

した(八 巻 ・土屋1993-3)。

市原 ら(1994)は 、森林公園を計画す る場合 に重要な来訪者数 を予測す る手法をファジー

理論な どを用いて構築 し、千葉県内の6カ 所の森林公園に適用 してみた結果、ほぼ実測値

に近い値 が得 られ たとい う報告 を行 っている。

Ito(1994)は 、我 が国 における森林観光観光 レク リエーシ ョンの利用動向をま とめるた

めの トレン ド分析の一環 としてオー トキャンプを採 りあげ、その動向 をま とめた。

馬場 らは、国有林野における森林観光 レク リエーシ ョン利用の現状 を明 らかにす るため

に、鹿児島県屋久島屋久杉ラン ドにおいてア ンケー ト調査を行い、 目的地 までの交通アク

セス、遊歩道 の利用状況 とその感想、協力金の額や使途、 自然休養林の認知度 、施設整備

の必要性 につ いてまとめ(馬 場1995)、 さらに屋久島にお ける登 山者 の動 向をま とめてい

る(馬 場 ら1996)。

山瀬(1995)は 、兵庫県姫路市の藤の木 山自然公園 と自然観察の森を対象に、観光 レク リ

エーシ ョン目的で森林整備 を行った場所 を利用者に歩いて もらった印象 を、SD法 な どを用

いて調査 し、森林整備 に対す る認識 と評価について考察を行い、その結果森林整備 に対す

る利用者の態度は、肯定、否定、中立、無関心の4グ ループに分 けられ、肯定型 よりも否

定型 の方が森林 に多 く接 している傾 向にあ り、同時に動植物に対す る保護の関心が高かっ

た点を報告 している。そ して利用者 の中には二次的森林管理の 目的を十分に理解 していな

い者がい るとも考え られ るので、施 工側 としては十分森林整備の 目的 と必要性に関す る正

確な情報を、利用者 に提供 してい く必要がある と指摘 している。

枚 田(1997)は 、屋久島を対象に既存の観光デー タ等 を用いて実態調査 を行い、その結

果、①屋久 島では現在利用者数が安定傾 向にあること、②屋久島の森林観光 レクリエーシ

ョン利用は本格 登山、 自然休養林の利用、縄文杉見学登 山の3種 類に分類 できること、③

より確度 の高い推定 を行 うために今後 も利用実態調査の継続 が必要であるこ とを指摘 して

いる。

また、Shibasaki and Nagata(1999)も 、鹿児島県屋久島を対象に、精度 の高い観光入 り

込み者数 の推定を行 うため、居住者 と港にお けるア ンケー ト調査を行い、その結果入 島者

の うち観光客の占める割合は51～60%の 間 であ ることが判 明 し、屋久島では1996(平 成8)



年におお よそ130,000～150,000人 の観光客を受 け入れた ことを明らかに した。 また旅行者

の うちの約10%は 商用な どを兼ねた兼観 光者 であることも明 らかにした。

庄子 ・栗 山(1999)は 、野外 レク リエーシ ョンによる過剰利用 に対す る規制 について調査

を行 い、北海道の雨竜沼湿原を対象 に、観光 レク リエーシ ョン利用に対す る5種 類の規制

案についての意識調査を実施 して、過剰利用 に対す る効果的な規制手法について考察 を行

った。その結果、車両規制 と利用料金 を組み合わせた規制が当該地域 においては効果的で

ある と指摘 している。

そ して、佐藤 ・山口(1999-2)は 、我が国で森林散策路 の利用が少 ない点を指摘 し、北海

道の11箇 所 の森林観光 レク リエーシ ョン地域 を対象 に意識調査 を行 い、利用者の森林散策

の意識や施設 と森林の と配置関係 を分析 し、森林公園の改善策 を考察 している。その結果、

森林観 光 レク リエーシ ョン地域の利用者 は、森林散策 を敬遠 しているわけではないが実際

の散策路利用が少 ない ことか ら、利用者 の望む森林散策路 と管理者が提供す る散策路 にず

れ があるのではないか とい うことを指摘 してい る。また、利用者 の拠点 となる施設 と散策

路 との近接度 も散策利用に影響があることを示唆 している。

e森 林観光 レク リエーシ ョン地や施策の歴史的発展過程 に関す る研究

森林観光 レク リエーシ ョン地の歴史的発展過程 に関す る研究については、観 光 レク リエ

ーシ ョンを通 じた地域活性化 に関わる研究の項でも紹介 した土屋 による交通資本 による観

光開発 の展開過程な どの調査(土 屋1981,1982-1,1982-2,1985)な どが、先駆け的研究に位

置づ けられ る。

1980年 代半ばに入 り、永嶋(1985)に より、 日光地域 の野外 レクリエーシ ョン利用の変遷

に関す る詳細な研究が行われた。明治期の 目光は、江戸幕府の庇護がな くな り歴史的建造

物や名勝地の保存を行 うことが大 きな問題 とな り、女人禁制の解除や修験道か ら近代登山

への変化 の中で観光 レクリエーシ ョン利用形態 が大き く変化 したこと、 さらに国際化 も大

きく進み1879(明 治11)年 に保晃会が設立 し、1911(明 治44)年 には 「日光山ヲ帝国公園

ト為スノ誓願」が行われ た経緯 をま とめ(永 嶋1985)、 さらに国立公園法が制定 された1931

(昭和6)年 か ら、公園区域が拡張 されて 日光国立公園が新たな出発 をす る1950(昭 和25)

年までの観光 レク リエーシ ョン利用の編成を史的にまとめ、その結果 この期間に風景への

関心の高ま りや到達性の改善がみ られ、四季型 の利用形態 に近づいた反面、第二次世界大

戦期 の行政の空 白期が、無秩序 に開墾 され 自然環境 の荒廃 を招 いた ことを明 らか にし(永

嶋1986)、 戦後の野外 レク リエー シ ョン利用 の変遷 を時系列的 に調査 して、①戦後 の混乱

か ら立 ち直 り復興す るための計画 ・体制づ く りが行われた 「開発準備期(1945-50)」 、②

有料道路法が整備 されい ろは坂の建設 に着手 した 「開発 実施期(1951-65)」 、③ 自然保護

思想 が普及徹底 してきた 「自然保護へ の傾斜期(1966-70)」 、④ オイル シ ョックな どの外

的要因が重 な り開発事業の手控 えが定着す る 「自然保護 の重視期(1971-75)」 に区分可能

であるこ とを明 らかにしている(永 嶋1987)。

また、下村は、観光資源 とその楽 しみ方の変遷 についての考察を行 い(下 村1988),そ

の後 、近世 ・明治期 にお ける温泉地の空間構造 に着 目しなが ら熱海お よび草津 を対象 に、

長期滞在可能な落ち着いて飽 きない空間構造 について検討 を行い、その結果空間構造が容

易に認識できるスケールに収 まってい ること、空間構造が明快でイメージャ ビリテ ィが高



い こと、空間 を内的、外的に構造化す る仕組みがあること、社寺な どの可視化装置により

水系や地形の構造 を活か してい ることな どを明 らかにし(下 村1989)、 さらに近世後期 か

ら明治期 にかけての我 が国にお ける温泉地 の空間構成 を史的 ・空間的 に詳細 にと りまとめ

ている(下 村1993)。

村瀬 は、国有林 において戦後行 われ るよ うになった観光 レク リエー シ ョン事業 の展開を

史的 に整理 し、(村 瀬1990-1),保 健休養 を 目的 と した森林 の整備 につい ての施策展 開を

歴史的にま とめてい る(村 瀬1990-2)。 類似 した研究 としては、大浦が国有林野 における

森林観 光 レク リエーシ ョン事業の展開 を総論的 にま とめ(大 浦1992-1),具 体事例 として

御岳国有林にお ける森林観光 レク リエーシ ョン事業の展開に着 目して、長野県木 曽郡王滝

村の御岳国有林 における戦前期 および戦後期 の国有林野事業の変遷 を整理 した結果、国有

林野における森林観光 レク リエーシ ョン事業が厳 しい状況下にある山村 に対す る地元対策

として有効で あった と結論づけ(大 浦1992-2)、 さらに明治初期 におけ る 「官有地公園」

と官林 との関係 を中心に、戦前期における森林の観光 レク リエー シ ョン利用 と国有林の関

係につ いて考察を行 っている(大 浦1998)。 また、土屋(1993-2)は 、国有林 を対象 に、戦

後か ら1987(昭 和62)年 までを3期 に分 けて、森林の観光 レク リエーシ ョン地 としての利

用、国有林 の対応 を考察 している。 そ して、香川 ・田中(1995)は 、我 が国の保安林制度に

みる風致施策の展開 を史的にまとめてい る。

金 ・永田(1996)は 、森林観光 レク リエーシ ョンの歴 史的展開、韓 国 と日本 における2国

間比較を通 じて、森林観光 レク リエー ションの制度的な変遷 をま とめてい る。

佐々木(1998)は 、1938(昭 和12)年 の小河内ダム建設に伴 う水没農家28戸62人 の入植開

拓からわずか60年 の間に、有数の観光 レク リエーシ ョン地になった清里の歴史的経緯をま

とめ、そのイメージのつ くられ方 に注 目して、観光地清里高原 の誕生の原因 を明 らかに し

てい る。

十代田 ・野崎(2000)は 、観光地 としての立山黒部アルペ ンルー トの形成過程 と富山県側

での論議 をま とめることで、立山黒部 が電源開発 とともに観光開発 され、我が国を代表す

る自然探勝型観光 レク リエーシ ョン地 にな るまでの歴史的展開過程 を明 らかに している。

そ して、立山黒部アルペンルー トの形成過程は、①電源 開発準備期、②電源開発本格化 ・

観光開発準備期、③行政主導開発期、④観 光開発拡大期 に分け られ ることを明 らかに した。

また、開発が進むにつれ、 自然保護環境に関わる議論が、風景保護 とい う漠然 としたもの

から、動植物の保護や工事後の緑化修景な ど個別の問題 に変化 した ことな どを指摘 してい

る。

f森 林 の持つ観光 レク リエーシ ョン機能 の評価 に関す る研究

この分野の研究の先駆 け的研究 としては、3-1(2)eで も触れた木平(1974-1)や 天

野(1977)の 研究、あるいは前 田(1976)に よるメッシュ法 を応用 した観光 レク リエー ション

計画技法 に関す る研 究が見 られ る。 また、林野庁では、森林の公益的機能 の評価手法の一

環 として1977(昭 和52)年 お よび1999(平 成11)年 に、行政的側面か ら森林 の機 能評価 を

行 った実績があるが、研究面か らも1980年 代の後半に入 り、多変量解析や地理的解析技法

な どコンピュー ターの発達 に伴い、森林 の持つ観光 レク リエーシ ョン機能 の評価が複数行

われるよ うになってきた。



野 田らは、森林 の観 光 レク リエーシ ョン機能の地理的計量評価手法を行 うために、神奈

川県の酒匂川流域 を対象 に、来訪者 の主観的な判断(心 理量)を 、眺望性 、 自然性、利用

の容易性 、文化的価値 、水の存在の5つ で とらえ、それ らを既存データで置き換え可能な

物理量に読み替 えて、200mメ ッシュ評価を行 った(野 田ら1986)。 続 いて評価 を行 うメ ッ

シュサイ ズに着 目し、京都 市の都 市近郊林 を対象 に視線入射角 を考慮 した被視ポテンシャ

ルマ ップの作成 を試み て、特 に評価 のために適切なメ ッシュサイズについて検討 した(野

田 ら1990)。 さらに、森林植 生の ウエイ トづ けについて、京都市の都市近郊林 を対象に、

7種 類 の森林植生お よび草地 の景観的好 ま しさを一対比較法で尺度化 して、25mメ ッシュ

評価を行 っている(野 田ら1991)。

熊谷 ・溝 口は、岐阜 県揖斐川流域 をケーススタデ ィエ リアに して、500mメ ッシュ単位

で、森林立地 ・林況情報を活用 したマクロスケールの森林の観光 レク リエー ション機能の

評価方 法を検討 し、必要 とされ る森林情報 の検討 を行 うとともに(溝 口 ・熊谷1987)、 土

地の物理的属性に基づ く計画論的 な評価 と住民 らに よる心理的評価 とを結びつけて100m

メッシュ単位で評価 を行っている(熊 谷1989)。

油井 ・石井(1985)は 、風致林の概念を体系的 に整理分類 し、その成果 か ら国有林 を対象

に風致林施業 を行 うことが望ま しい森林の抽 出方法を開発 し、茨城県 ・栃木県にまたがる

旧笠間営林署笠間事業区を対象に、 当時の国有林の地域施業性格 との整合性を加味 しなが

ら、今後の風致林 の計画 とその施業に関して基本的方針の作成を試みてい る。

丹羽 ・佐藤(1988)は 、緑空間の観 光 レクリエーシ ョン機能の測定 を行 う目的で、観光 レ

クリエーシ ョン機能に関わる地域の物理的属性の寄与度を算出 して重回帰分析 によ りメッ

シュ評価す る手法 を提案 している。

山根(1989)は 、都市近郊の身近な森林の観光 レク リエー シ ョン機能 を明 らかにす るため

に、グラビテ ィ ・モデル を用いた指標化を試みている。具体的 には、①あ る居住地の住民

と樹林地 との距離や、②樹林の魅力度、③樹林地までの距離によって生 じる摩擦係数な ど

を用いて、樹林地の利用度 を算出す る方法 を提案 し、その方法 により、神奈川県厚木市を

事例 に解析 を行 っている。

香川 ・八巻(1990)は 、福島県南会津郡 を対象に、専 門家 と地元住民 に対 し、AHP法 によ

るア ンケー ト調査 を行い、観光 レク リエー シ ョン資源 の階層評価や スキー場拡張事業に対

す る評価基準 ・代替案 などについて検討 を行ってい る。

阿部 ・石橋(1995)は 、森林 の総合評価法の一環 として地形的要因 ・社会的要因から500

mメ ッシュで評価す る森林 の総合評価法の開発 を行ってい る。

森川 ら(1999)は 、家計の年間の観光 日数 を連続型変数選択、その中の観光形態への割 り

振 りを離散型選択変数 として扱 い、Morisugiら(1995)の 提案 した離散連続選択モデル を用

いて、自然条件な どの地域特性 を説明変数に加 えた家計の観光行動 を解析 した結果、大都

市 よりも地方 のほ うが海外旅行等の発生率が低い ことの原 因 として、 自然環境や住環境な

ど周辺環境 の良さか ら近距離旅行の魅力が大きい ことが、要因の一つに挙 げられ ることを

明 らかに した。

gリ ゾー トブーム下の森林観光 レク リエー シ ョンに関す る研究

また、1980年 代後半か ら1990年 代にかけては、第2章 で述べた とお り、空前のバブル景



気か らその後のバブル崩壊 かけて、各地 で リゾー ト開発がおこなわれため、それ に対応 し

た研 究が数多 く行われ た。 リゾー トブー ム下における森林観光 レクリエー シ ョンの研 究に

っいては、その多 くが1970年 代 より行 われていた観光 レク リエーシ ョンを通 じた地域活性

化 に関わる研究(3-1(1)g)か ら波及 して行われた傾向が伺 える。

宮林 ら東京農業大学のグループは、高度経済成長期 から1980年 代の初頭 にかけて経済の

低成長下 にかけての森林観光 レク リエーシ ョン開発 の構造変化に着 目した研 究を進めてい

た中で リゾー トブームがわき起 こったため、リゾー トに関わ る研究を積極的に進めている。

は じめに宮林は、戦後の国土開発計画を概観 した うえで、1980年 代後半に起こった リゾー

トブーム を考察 し、当時全国規模で進 め られた民間活力の導入によるリゾー ト開発は、そ

こに進出する大企業の資本循環構造に規定 され た開発で、地域振興 とはかけ離れた もので

あるばか りか、市町村等による独 自の森林観光 レクリエーシ ョン開発 を阻害 しかねないこ

とを指摘 してい る。一方で、東京都世 田谷区 と群馬県川場村 との交流 などに見 られ る 「む

らお こ し運動」は、山村 にある自然 を行か し、山村 にある伝統的産業や文化 を通 して地域

の振興 をはかるものであるため推奨 され るべ きもので ある と結論づけてい る(宮 林1987)。

また、1980年 代の森林観光 レク リエー シ ョン事業が大資本 による リゾー ト開発 と、市町村

主体で内発的なむ らお こしとに分け られ ることを指摘 し、前者の リゾー トによって得た収

益を地域の森林 管理 に利用す ることを提言 している(宮 林 ・鈴木1991-1)。 さらに、 当時

の リゾー ト開発 が山村振興や森林観光 レクレー ションか らどのよ うな評価 がで きるか を考

察 した ところ、1988(昭 和63)年 には森林観光 レク リエーシ ョン事業 を進 めよ うとしてい

る過疎市町村が77.1%に も達 しているな ど、山村地域 も民間活力を導入 した総花的 な リゾ

ー ト開発 に期待 してお り
、開発側 も森林 を重要な位置づ けとしている状況 に対 しての懸念

を指摘す るとともに(宮 林1990)、 群馬県月夜 野町 を対象 に リゾー ト法制定以降の農 山村

の対応 の実態をアンケー ト調査 し、その結果 同町の リゾー ト開発は、温泉保養や スポー ツ、

農業体験、農山村交流 など総花的で、全 国で行 われている リゾー ト開発 をすべ て取 り入れ

たよ うな形 になっていることを明 らかに した。 その状況をふまえて、一部の開発資本 が利

益 を占有 しないよ うに、地域住 民が リゾー ト開発へ参加することの重要性 を主張 している

(鈴木 ら1990)。

また、宮林 らの東京農業大学のグループは、引き続 きバブル崩壊直後の森林 の総合的利

用に着 目した研究 を進めている。彼 らは、は じめに 「ぐんまフレッシュ高原 リゾー ト」を

対象 に、 リゾー ト開発のメカニズム と地元市町村 との関係 について考察 してい る。 その結

果、地元は、①雇用拡大や、② リゾー トによる経済効果、③他産業へ の経済効果、④都市

山村交流な どを期待 しているが、実際 の事業 はそれ らに直結 している とは言い難 く、それ

とは別に独 自に住 民参加型の 「農 山村型 リゾー ト」を推進す る動 きが見 られ る とし(宮 林

・鈴木1991-2) 、農 山村に とって救世主的 であった リゾー ト法 は、①開発企 業による投機

的な開発 であ り、会員権 など利権問題があること、② 「民活型」の第三セクター方式 とは

いえ、開発企業の独 占的な観光 レク リエーシ ョン事業 となることか ら、地域経済へ の波及

効果 は期待 され るほ ど大きくない こと、③雇用拡大において も建設期間にお ける雇用は一

時的 に拡大す るが、開 設 に伴 ってはよ り高級なブラン ド化や ファッシ ョン化 を営業方針 と

することか ら専門的な従業員が必要 とな り、地元雇用はごく限 られた低賃金の臨時雇用 と

なることが多い こと、④越後湯沢町に見 られ るように、異常な地価の高騰や、電気、ガス、



屎尿処理、医療施設、道路な どイ ンフラの整備拡充費が地元の財 政を圧 迫す ること、⑤ ワ

ンセ ッ ト方式で1プ ロジェク トが15万haを 超す大規模 な開発であるとい うことか ら自然環

境破壊の可能性 があることな ど、様 々な問題が表面化 し、地域振興 とはほ ど遠かった事実

を指摘 してい る(宮 林1992)。

また、 リゾー ト開発 と地域 問題の事例的考察 として総合保養地域整備 法の適用を受 けた

群馬県月夜野町を中心に、① リゾー ト開発導入のメカニズム、② リゾー ト開発導入 に伴 う

地域産業の変化、③ リゾー ト開発が地域に及ぼす影響、④ リゾー ト開発 に対す る地域農家

の意向に関するアンケー トの分析 を行い、結果 として地域振興 として リゾー ト開発 を導入

す る場合 には、地域 の農林資源を総合的 に利用す ることが大事であると結論づけている(鈴

木1992-1,1992-2)。 そ して、戦後 の我 が国における山村開発の特徴 を、森林観 光 レク リエ

ー シ ョン開発 との関係か ら概観 し、 日田地方 を対象に、今後山村 における地域 開発のあ り

方 を考察 した結果、大資本 によるリゾー ト開発 ではな く、地域資源 を活用 した地域住民自

身 による 「内発型」の開発 を見直すべきであると結論づけるとともに、 リゾー トブームの

中、大規模投資型の リゾー ト(オ ー トポ リス)を 導入 し、わずか2年 で経営破綻 をお こし

た大分県上津江村を対象に考察を行い、地域 に根 ざさない外部資本の大規模 リゾー ト整備

ではな く、地域資源 を有効 に利用 した事業の必要性 を説いている(原1993,1994)。

さらに、 リゾー ト開発後の森林観光 レク リエーシ ョンに着 目し、総合保養地域整備法施

行後の リゾー ト開発 の推移の考察か ら、 リゾー ト開発に よる地域振興 は破綻 した と結論づ

け、地域資源 を有効 に活用 した都市 との交流型の新 たな観光 レク リエーシ ョンをは じめと

す る地域主体型の森林観光 レクリエー シ ョンを提唱 している(宮 林1997)。

また、杉浦 ・宮崎(1989-2)は 、大規模年金保養基地構想 によ り1985(昭 和60)年 に新潟

県津南町に開館 したグリー ンピア津南 の周辺住民にアンケー ト調査 を行い、大規模保養基

地が山村に及ぼす影響について考察 し、その結果当時のグ リー ンピア津南の経営状況は良

かったため、住民は好意的に とらえていた こと、無秩序開発 ではない集合的な保養基地 と

地場の農工業が一体 となった町の発展 を望 んでいたことを報告 してい る。

東京農業大学のグループ以外 にもリゾー トブーム下における研 究は多方面か ら行 われて

いる。

まず、柳(1988-3)は 、1987(昭 和62)年 の総合保養地域整備法(リ ゾー ト法)の 施行 に

あた り、規制が緩和 され、開発事業が極度 に活性化することで、高度経済成長期 の二の舞

を演 じて環境破壊 を起こさない ようにすべ きであるとい う意見を述べている。

土屋は、 リゾー ト開発ブームのにおけるスキー開発 の動 向を整理するため、北海道お よ

び上越地域の2カ 所を対象 に、1870～1980年 代の索道(リ フ ト・ゴン ドラな ど)設 置の統

計を用いて解析 している。執筆時点では リゾー トブームの先行 きが分か らない と言 うこと

か ら明確 な結論 を述べていないが、1カ 所 あた りの索道延長を延ばす ことで利益率 をあげ

ていこ うとす るスキー場経営の実態な どを定量的に明 らかにす る とともに(土 屋1987)、

自然保護団体、経済学者 、観光学者 の間で論議 され た 「リゾー ト論」 において、地域開発

としての リゾー トの評価 が どのよ うに問題に されているか を整理 し、今後の課題 として提

示 され てい るものを整理 し、林業経済分野の これまでの研究実績 と今後の課題 を考察 して

いる。 そ して、 当時 の林業経済学の研究では、内発的発展論に代表 され る理念的 ・総論的



・運動的な主張が 目立ち、具体的事例 の裏づ けが乏 しい議論に終始 してい ることを指摘 し

ている。 そのため、この分野の研 究を、 よ り多角的な視点 をもって進 める緊急性があるこ

とを訴 えてい る(土 屋1990-2)。 また、 リゾー トブーム終焉後 に、 リゾー ト開発 ブームが

過 ぎ去ったものの、 このブームに よる影響 は、今後永 らく山村や森林 に影響 を与えるであ

ろ うとい う前提 にもとづ き、このブームについて客観化 して とらえ直す ことを試みている。

具体的には、① リゾー ト開発ブーム とは何 だったのかについて、ブー ム前 半の開発等に対

す る規制緩和の流れか ら、後半に一転 して規制 強化に転 じる点をま とめている。次 に、②

識者 ・専門家がこのブームを どのよ うに とらえていたのかを明 らかにするために、1990年

代以降の議論 について、 リゾー ト法の功罪、国民の求 めるリゾー ト像、地域振興 の3点 か

らと りま とめてい る。そ して、③今後の リゾー ト開発 のあ り方について、農村型 の リゾー

トを中心 に議論 を進 めている(土 屋1993-1)。

林 らは、1980年 代頃か ら公益的機能 を重視 した森林の利用がなされ るよ うになったもの

の、 この時期起 こった山村地域 の リゾー ト開発 は、ほ とん どすべ ての地域 において従来の

用材林林業が不成立 なところへ、観 光 レク リエーシ ョン利用を単純にスライ ドさせている

だけで、その様な状況の中で全国各地 に観 光 レク リエーシ ョンエ リアが設定 され続けてい

るが、その様な状況 に対 して的確な形 でその実状を批判 し、森林観光 レク リエー ション利

用に対応 した森林 の利用計画を体系的 に提示 している事例は皆無だ といって よい状況 にあ

るため、問題解決 を図 らな くてはな らない点 を指摘 し(林 ら1989-1)、 富山県を対象に、

観光 レクリエーシ ョン利用や リゾー ト開発 を、森林の育成 ・整備 を推進す る有効な手法 と

して活かす方法を検討 している。 そ してそのためには社会的合意 と投資シ ステムの形成が

重要 であると提言す るとともに(林 ら1989-2)、 ヒューマン ・グ リー ン ・プ ランの一環 と

して行 われている岐阜県の山中山憩 いの森林計画を対象 に、広域森林観 光 レク リエーシ ョ

ン計画の実態 と、それ を推進す る上での問題点について、関係 自治体や営林署への聞き取

り調査をもとに考察 し、①市町村 の個別計画 を貼 り合 わせ ただけで計画全体の整合性 に乏

しい点、②乏 しい通年型の森林利用計画 、③ ソフ トとハー ドの関係性 十分 であると確認で

きなかった点、④村界付近の稜線部分の利用、⑤開発主体 となる複数のデ ィベ ロッパーの

合意形成、⑥ 山中山森林空間総合利用推進協議会の役割、⑦計画の調整役 としての営林署

の役割、⑧制限 を保護育成す るための協定、規則づ くりな どを問題点 として抽 出 した(伊

藤 ・林1989)。 さらに、 当時 の施設型 リゾー ト開発 に批判す る形で、 「林 業立村」 を 「村

是」 としてきた岐阜県板取村を対象に、単なる施設利用の開発ではな く、村の貴重な森林

資源 の保 全の上に立つ本来求 め られ る森林観光 レク リエー シ ョンの あ り方 を考察 してい

る。具体的には、豊かな森林体験 を持つ調査者が実際に調査地 を歩いて景観調査 とルー ト

調査 を行い、貧弱な森林経験 しか持 たない開発者 が誤って森林破壊 を招 くことを調査計画

段階 でチェ ックす る方法 を提案 している(林 ら1991)。

小菅(1989)は 、社法 ・公益社有林 におけるゴル フ場開発に着 目し、1980年 代後半の ゴル

フ場開発 ブームによる観光 レク リエー ション的土地利用の動向が、森林 ・林業 ・地域社会

にいかなるイ ンパ ク トを与えているのかを、群馬県T村 を事例に考察 し、その結果調査 当

時では ゴル フ場開発 によ り、娯楽施設利用 を中心 とした村 の税収 が増大 し、一定の雇用機

会を提供 していることが確認 され 、地域振興に貢献 している点を否定で きない としなが ら

も、 ゴル フ場開発に伴 う環境破壊 に対す る問題 が顕在化 しつつある状況 を指摘 している。



リゾー トブーム下にお けるゴル フ場開発 と環境保全 との問題 については、八木 による研

究 も見 られ る。八木は森林の ゴルフ場開発 に関わる環境保全 と林地開発許 可制度 に着 目し

て、バブル期のゴル フ場建設 ブームを背景 に、林地開発許可制度に着 目した調査 を行い、

環境保全 を悪化 させ るまで開発 を行 うのではな く規制 を強化すべきではないか とい う結論

を導いている(八 木1992-1,1992-2)。

また、山崎(1991)は 、 リゾー ト開発下にお けるマンシ ョンの建設 ラッシュが行われてい

る地域を対象 に した研究 を行 った。具体的 には、 リゾー トマンシ ョンの建設 ラッシュが起

こっている新潟県湯沢町 を対象に、 リゾー ト開発が行われ た林地の所有形態を開発の問題

点 を考察 している。 その結果、湯沢町では首都圏か らのアクセスが良好で ある上、零細私

有林所有の割合が低 く、国有林ない しは、部落 の意向 さえま とまれば大面積 の町有林が買

収 ・貸 し付け可能であることか ら、 リゾー トマ ンシ ョンの建設に拍車がかかった ことを指

摘 してい る。 また、開発 をチ ェックす るものに林地開発許可制度があるが、条件 さえ整っ

ていれ ば許可せ ざるを得 な く、開発抑制効果が薄いことを指摘 している。

そ して、1990年 代の中盤 にはいると、バブル景気の完全な崩壊 に伴い、開発型の リゾー

トブー ムに対す る肯定的な研究 が、ほ とん ど影 を潜める とともに、それに対す る批判的考

察が多 く行われるよ うになってきた。

例 えば、小川(1993)は 、 も う1つ の リゾー トとして、 「利用者 の視点」 と 「プログラム

メニュー」か ら当時の 日本の リゾー トを評価 しようと試みてお り、武 田(1993)は 北海道 に

おける代表的な リゾー ト開発地、 占冠村の トマム開発計画の展開の経緯 を地元の側か ら掘

り下 げ、地域社会の変貌、村 の諸 団体の対応、地域の生活 実態 を中心に リゾー ト開発への

地元の対応 を事例的に検討 している。

また、村瀬(1994)は 、総合保養地域整備法(リ ゾー ト法)制 定後5年 経過 した時点にお

ける九州地方の現状 を整理 した。 その結果、一部を除 き、進捗状況は全般的に良 くないと

い う結果 を得た。つま り、当初か ら指摘 されていた開発企業中心のあ り方に対す る懸念が

現実の もの となってお り、森林地域の活性化につなげるためには、①地元 自治体が リゾー

トビジ ョンを持 ち、②地域住民が団結参加 して要求 を明確 にす る必要があると結論づ けて

いる。

hそ の他80年 代 に見 られた研究

その他、1980年 代 に見 られた研究 としては以下のものが挙げ られる。

岡(1984)は 、省庁や大学 ・国公民間の試験研究所な ど93機 関に、森林観光 レク リエーシ

ョン関係の研究者 の有無 を訪ね るア ンケー ト調査 を行った ところ、53機 関143名 の存在 が

確認 された(岡1984)。 さらに引 き続 き、省 庁や大学 ・国公民間の試験研究所 な どの森林

レク リエーシ ョン関係 の研究者143名 に研 究成果のアンケー トを行い、68名 か ら回答 を得

ている。 そ して、森林観光 レク リエー ションの研究に従事す ると回答 した研究者の年齢や

研究歴、所在地 などが非常に多様 で、研究層が充実 している と結論づけているが、巻末の

研究業績 リス トを見 る限 り、研究者全員が森林観光 レク リエーシ ョンを主体的 に研 究 して

いるか否 かについては、やや疑問の余地が残 されている(岡1985)。

また廣津は、観 光 レク リエーシ ョンのための森林管理に関わるユニー クな研究 を展開 し



ている。 まず は じめに、森林観光 レク リエー シ ョン地にお ける中型動物(ヤ ギ)に よる修

景管理 につ いて、中型草食動物 による森林観光 レク リエー シ ョン地の草地 ・林床 ・路傍 の

修景管理 の可能性 を考察す るため、植生の異な る場所にヤギを放牧 して、その採食面積 ・

採食 量採食後 の整理 ・除伐 の時間を計 り、考察を行 っている(廣 津:1987-1)。 廣津は、次

に森林観光 レクリエーシ ョン地の 「音」が計画、設計の段階で計画的 に使用 され ているか

を調査 した ところ、「音」環境計画が 当初 か ら想定 され ているところは約50%で あるとい

う結果 を得ている。また、 自然重視の観光 レクリエーシ ョン地では聞 こえるか聞こえない

か程度 の音が よいと考えられ るものの、そ こでは 「音」環境計画がな されているところは

ほとん どなかったことを報告 している(廣 津1987-3)。

また、村瀬(1987)は 、我が国の野外 レク リエーシ ョンの推移や国の余暇政策 、観 光 レク

リエー シ ョン産業の展開な どを総論的に考察 し、今後観光 レクリエーシ ョン利用が増加す

ることを鑑 みて、森林景観 の保全 を今 まで以上 に保全す る施策を新たに打 ち立てる必要 を

指摘 し、佐 々木(1987)は 我 が国の森林観光 レク リエー ションを、観光 レク リエー ション活

動全体の中に位置づけ、西欧 との比較 を通 じて、 日本の森林観光 レクリエーシ ョン制度の

傾向を知 る目的で とりまとめている。

そ して、菅原 ・太 田(1989)は 、約10年 にわた り、森林散策(ヴ ァンデルンク)を 企画運

営 してきた経験か ら、森林や林業に対する認識の向上に、企画 された森林散策が有効であ

るとい うことを指摘 している。

(4)1990年 代 お よび2000年 にか け て 始 め られ た研 究 の 動 向

a所 有者 ・管理者 ・地域住民な どか らみた観 光 レクリエーシ ョンに関す る研究

1990年 代 に入 る と、今 までは観光 レク リエーシ ョン林の利用者 のみ を対象 とした研 究が

多かった状況が変化 し、森林の所有者、管理者 、地元住民な どに対す るアンケー ト調査が

複数行 われ るよ うになった。 この類の研究は、過去を さかのぼる と、織 田(1973)に よる自

然休養林制度に対す る林業労働者 の意識調 査な どが見 られるが、織 田以降、 しばらくの間

は 目立った調査 は見 られなかった。そ して、1990年 代 に入 り、香川(1991-1)が 、森林 のア

メニテ ィに対す る森林所有者の意識 の調査な どの先駆 け的研究が見 られ るようになった。

松本(1993)は 、長崎 ・佐賀県にまたがる多良岳周辺域を対象 に、森林所有者 と周辺都 市

住民に対す るアンケー ト調査を行い、都市住民の人工林に対す る観光 レク リエーシ ョン的

な期待は低 い一方で、県下有数 の人工林地帯(人 工林率6割)で ある多良岳地域に対 して

は観光 レクリエーシ ョンイメージが高い とい う結果 を得 た。 そ して、林地所有者 は表面的

には観 光 レク リエー シ ョン利用 に理解 を示 しているものの、林業不況の代替 としての消極

的賛成であ り、実際 には根強い抵抗感がみ られ ると結論づ けてい る。

また、八巻(1994)は 北海道 の野幌国有林 を対象に、マスタープランが実際の観光 レクリ

エー ション施設の整備 へ と展開 してい く過程において、整備 に関わった主体の影響につい

て考察を行い、整備の展開過程 においては土地所有者 である国有林がイニシアチブ をとる

一方で
、も う1つ の整備主体で ある北海道庁 との関係 がマスタープランの変化過程に及ぼ

した影響が強い としている。 またそれ以外に も当時の北海道知事や地元 自治体 とい う主体

が存在 し、施設整備 に影響を与 えたことを明 らかにしている。



馬場(1997)は 、世界遺産地域の登録な どによ り観光客が増加傾 向にあ る鹿児島県の屋久

島を対象に、地域住民が現在の森林の観光利用についてどのよ うに考えているのかを明 ら

かにす るためのアンケー トを行 ってい る。その結果、観光施設な どの整備 によ り地域住民

自身が森林観光 レク リエーシ ョンを行 う機会が多 くなっていることや、地域外利用者 との

交流の場 として利用 しているとい う側面が明 らかになった。一方、第一次産業従事者 を中

心に、観光客の増加 による恩恵 はほとん どな く、経済的には現状維持であると考 える人が

多い ことを明 らかに している。

小塚は海岸林 に着 目し、山形県酒 田市の海岸林 「万里の松原」 を対象 に、管理 の現状 を

調査 した結果、①国有林野事業 における組織 の 「簡素化 ・合理化」による管理放棄 と、②

事務的 で主体性 を欠いた 自治体 の管理の現状を浮き彫 りに し、市町村等の 自治体 による管

理の必要性 を説 くとともに(小 塚1998)、 秋 田県能代市の 「風 の松原」 を対象に、観光 レ

ク リエー シ ョン林の管理や利用 に関す る実態 を調査 し、国有林の よ うな官有地であっても

利用者 となる地域住 民やその代表格 で ある地方 自治体が中心 となって事業 を進 めない限

り、その後の管理は 自ず と形骸化せ ざるを得 ない とい うことを指摘 してい る(小 塚1999)。

b公 益的機能 としての森林観 光 レク リエー シ ョン機能の経済評価研 究

また、この時期、公益的機能 としての森林観 光 レクリエーシ ョン機能 の経済評価研究が、

様々な形で行われ るようになった。森林の観 光 レク リエーシ ョン機能の貨幣評価 について

は、1972(昭 和47)年 に林野庁によ り、公益的機能の評価 の一環 として行 われ た ものが、

我 が国では この分野の先駆け的事例 になる と考え られ るが、1990年 代に入 り、 この分野の

研究が学会 の論文 としての遡上に載せ られ 、さらにその手法も多様化 したことが特徴的で

ある。

まず、堀(1991)は 、森林観光 レク リエー シ ョンの貨幣評価手法 について、上述の林野庁

による1972(昭 和47)年 の林野庁評価法 を検討 し、問題点を抽 出 して新 たな評価手法の提

案 を行った。

また赤尾 らは、 トラベル コス ト法(旅 行費用法)に 着 目し、観光 レク リエー シ ョン機能

の経済評価手法 として同法の理念 を紹介 し(赤 尾1992)、 さらに トラベル コス ト法(旅 行

費用法)が 内包す る問題点を検討 した上で、滋賀県栗東町にあ り、年 間約3,000万 円で運

営 されている 「栗東 自然観察の森」を対象 に純便益(経 済価値)を 推定 した結果 、35,705,

722円 とな り、運営費を上回っていたとい う結論 を導いている(幡 ・赤尾1993)。

村瀬(1993-2)は 、福岡県篠栗町の篠栗四国 ・八十八カ所巡 りを対象 に、巡礼者 の活動状

況、経済的効果、森林環 境の問題点な どを考察 し、巡礼者の活動は再訪率が高 く、同時に

経済的イ ンパク トが高いこと、現状 の森林環境は眺望の良い山や生活環境保全林、森林公

園な どの影響で比較的良好に保たれ てい ることな どを明 らかにした。 しか しなが らそれ ら

の森林 は地域住民の利用 に偏 っているため、巡礼者に対す る利用促進施策 も必要であると

考え られ、そのために宿泊施設 をは じめ とす る各種施設の整備を行 うことが有効 であると

示唆 してい る。

大石 ら(1995)は 、森林資源勘定に着 目し、観 光 レク リエー ション機 能に関する レク リエ

ーシ ョンサテ ライ トを検討 している
。具体的には、岩手県の安比地区(施 設利用型森林 レ

クリエーシ ョン地区)と 同八幡平地区(自 然利用型森林 レクリエーシ ョン地区)を 対象 に、



森林(林 地)管 理 のフランス型サテライ ト勘定 を作成 し、比較 している。その結果 、施設

利用型地区では民間主導で大規模な投資が行 われているのに対 し、 自然利用型地区では公

共主導で小規模 な投資が行われていることな ど、多岐にわたる森林観光 レク リエーシ ョン

サー ビス生産にかか る投資の状況を明示す ることができた としている。一方、森林観光 レ

クリエーシ ョンサー ビスの定義が不明確 であるな ど、勘定作成における問題点 もいくつか

指摘 している。

さらに、栗 山(1998)は 仮想評価法(CVM)を 観 光 レクリエーシ ョンの経済評価 に適応 して

いる。具体的には仮想評価法(CVM)を 用 いて釧路湿原の環境価値 を評価 し、支払 い意志額

は生態系 に関す る知識 と観光地に対す るイ メージが大 きく影響す ることを明らかに した。

そ して、訪 問者一人あた りの支払 い意志額は中央値 で2,398円 、平均値 で4,405円 であ り、

それを集計す ると釧路湿原の評価 は中央値ベ ースで15億 円、平均値ベ ースで28億 円となっ

たことを報告 している。

c森 林空間に対す る心理的、生理的な調査研究

1990年 代 にはパー ソナル コン ピューターの普及お よび高速化が急速 に進んだた めに、そ

れまで簡単に行 えなかった森林空間に対す る定量的な心理統計解析や生理的解析が比較的

容易 に行えるよ うになってきた。そのため、それまでは森林 の風景イ メージな どに対 して

限定的に行 われ ていたこの類の研 究が、観光 レクリエー ションに対 して幅広 く行われ るよ

うになった。

例 えば、比屋根 ・大石 らは、岩 手県の小岩 井農場風致試験林 内で、AHP法 を用 いた森林

に対す る意識調査 を行 い、調査時期や評価者の年齢層が限定的ではあるものの、高密度 区

の林分の評価が圧倒的 に高 くなったことを報告 している。 そして この結果については さら

なる追証が必要である とは しているものの、従来見通 しを考 えて林内 を疎開 させ ることを

重視 してきた風致施業 に一石 を投 じる内容であった と報告 している(比 屋根 ・大石1993)。

また、同 じく小岩井農場風致試験林内で草地、疎開区、高混交区、低混 交区、高密度 区に

分かれている風致試験林 を対象 に、SD法 による森林の意識調査 を行 った。その結果、「空

間の開放性」、 「活動性」、「自然性」の3つ の評価因子軸 を得 て、そ して、①草地、②疎

開区、③低混交区、高混交区、高密度 区の3つ にグループ分けができた と報告 している(大

石 ・比屋根1993)。 さらに、アカマ ツ、カラマ ツ人工林を対象 に、立木密度、広葉樹混交

率 を変 えた4試 験 区を設定 してSD法 による実験 を行い、共通的な心理構造 として空間因子

軸、価値因子軸の2つ があると結論づけ、また空間因子の閉塞感の上昇 は1,000本/ha付 近

を変曲点 として、それ以下では急激 に、それ以上では緩やかに推移す ることを明 らかにす

るとともに(大 石 ら1994-1)、 夏季 の森林環境について人の生活環境 としての観光 レクリ

エー シ ョン機能 の評価 あるいはその効果の評価 を行 うにあたっては、黒球温度計指標およ

びWBGTと い う温熱指数 を用いることで、気温や湿度、不快指数では とらえきれない微妙な

森林環境 の評価 に有効であることを指摘 している(大 石 ら1994-2)。

また山本 ら(1997)は 、観光 レクリエーシ ョン機能を発揮 させ るための森林管理 を実現 さ

せるために、林内環境下におけ る人間の意識構造 をSD法 によ り明 らかに し、林内環境 を構

成す る植生や地形な どの物理的条件 との比較を試みて、アスナロやサ ワラなどが5割 を占

める針広混交林は落葉樹 二次林 と比較す ると、単調 さ ・日常性 とい う因子が抽 出され るこ



とを指 摘 して い る。

d森 林 に関わる観光 レクリエーシ ョン種 目に関す る個別 的研究

また、欧米 と比較す るとやや遅い展開ではあるが、森林 に関わ る観光 レク リエー ション

活動種 目に関す る個別的研究が、 この時期か らいくつか見 られ るよ うになってきた。

例 えば、鈴木 ・川村(1994)は 、登山 とい うアクティ ビティに着 目し、我 が国の大正期以

降の登 山目的や利用実態、遭難 実態を経年的にまとめるとともに、ア ンケー トによ り登山

者の個人特性、キャ リア、登山意識 な どを考察 し、総括を行っている。

今野 ・宮林(1997)は 、 リゾー トブームで脚光 を浴び るよ うになったオー トキャンプに着

目し、我 が国 におけるオー トキャンプ場設置 の動向を解析 した結果、オー トキャンプ場開

発に伴 う森林利用 は、1つ は地域振興 の手段 として、 もう1つ は民間資本の土地投機の対

象 として行われ てきたこ とを指摘 している。 またオー トキャンプ場の集 中地域は リゾー ト

開発の基本構想対象地 と重なることか ら、 リゾー ト破綻後の跡地利用 の色彩 が強い上、オ

ー トキャンプ場 内の雇用がほ とん どないため、地元に継続 的な経済波及効果 を及ぼす とも

考えに くいとしてい る。

また、佐藤 ・柳井(1999-1)は 、渓流釣 りに着 目し、渓流釣 りによる森林利用者 に対 して

アンケー トを行い、渓流 を活用 した森林観光 レク リエーシ ョンについて考察 した。その結

果、極端 な管理釣 り場的発想 に偏 らない森林や、魚 とゆった りふれあえる渓流環境 をつ く

るためには、釣 り人、地域住民、水産 ・林務行政な どの連携が必要 で、特に釣 りのル ール

や費用負担のシステムづ くりにおいては、釣 り人や地域住民の コンセ ンサスづ くり、漁協

等の組織づ くり、現場の管理体制づ く りと、それに対す る行政のサポー トが必要 であると

結論づ けている。

そ して、齋藤(2001)は 森林観光 レクリエーシ ョン としてのキ ノコ採 りの変遷 について、

盛岡市周辺を対象 に、古老か らの聞 き取 り調査 とキノコ採 り入山者へのアンケー ト調査 を

行い、キ ノコ採 りの変遷 を明 らかに した。その結果高度経済成長以降にキノコ採 りの変化

が見 られ、①キ ノコ採 りをす る人の属性の広 が り、②アクセスの容易化 、③採取 され る主

数の増加 と種類の変化 があることを明 らかに した。また、生活水準の向上 と、余暇時間の

増大に よ りキノコ採 りは レク リエー シ ョンと しての性格が強 くなったこ とを指摘 してい

る。

e療 養お よびユニバーサルデザインに関す る研究

1990年 代の後半には、森林の観光 レク リエーシ ョン的利用 に、療養的な視点やユニバー

サルデザイ ンに関す る研究が見 られ るよ うになってきた。例 えば、海外研究の項 目ですで

に触れ た上原(1998)に よる一連の研究がそれにあてはま る。

また、Uehara et.al.(1999)は 、長野県の養護施設 を対象 に研 究を行い、知的障害者に

対するマ ツ林 の管理作業を行 うと、異常行動 な どの減少が見 られ 、療養的効果 を持ち うる

と結論づ けてい る。

fそ の他90年 代に見 られた研究

そのほか、1990年 代に見 られ た研 究は以下の とお りである。



奥村(1991)は 、森林観光 レク リエーシ ョン施設 における野生鳥獣管理に着 目し、国内46

道府県の森林 を中心 とした120箇 所の観 光 レク リエーシ ョン施設(県 民の森、森林公園、

野鳥の森等)を 対象 に、野生鳥獣に対す る施設 の対応や誘致 ・増殖 の実態、野生鳥獣のも

たらす悪影 響な どを調査 した。その結果、多 くの施設 が表面的 には野生鳥獣に接す る場 の

提供 を 目的に入れてつ くられ ているにもかかわ らず、実際にはそれ を活かす人的体制が無

く、 したがって野生鳥獣に関す る問題 についてほとん ど対応 できない施設 が多いことが明

らか とされ た。

また、大石 は東北地域 を対象に、1990年 の世界農林業センサスを用いて観光 レク リエー

シ ョン機 能を中心 とした公益的機能の状況を とりま とめて、東北地域の森林 レク リエー シ

ョン地域や施設の特徴 を明 らかに しよ うと試み るとともに(大 石1991)、 岩手県 を対象 に、

一般市民が入手可能 な観光 レク リエーシ ョン林の資料 には どの ような ものがあるか、また

その内容 は どうであるのかについて調査分析 を行い、実際に書店や図書館等で手に入 る資

料には収録デー タに大 きな差があ り、個別の観光 レク リエーシ ョン森林 ごとに見てい くと、

多数の資料 に重複 して掲載 され ていることはまれであることが明 らかに し、市民に とって

は入 手 した本や資料 に よって得 られ る情報が大 きく異なって しま う懸念 を報告 してい る

(大石康彦1992-2)。

星野(1995)は 、現在多 くの人 のまわ りに、人の 自由な行動を許す 「遊びの土地」が無 く

なっていることを指摘 し、観光 レクリエー シ ョンな ど 「森林に対す る期待」は、 このよ う

な状況 下における 「遊びの土地」 としての期待 が大 きいのではないか と指摘 している。

上甫木 ら(2000)は 、観光 レク リエー ション機能 の教育的側面 に着 目し、兵庫県下の観光

レク リエー シ ョン施設 における学習型プ ログラムによる自然環境教育の課題 を検討 し、参

加者 が求 める多様 な学習 目標 に応 じて地域特性や立地条件 を活か した環境整備や人材育

成、運営体制の確立な どが重要であることを明 らかに している。

3-2総 括

以上、1950年 代か ら20世 紀 の終わ りにかけて、つま り第二次世界大戦後 から平成バブル

後の不況時代にかけての、我が国の観光 レクリエーシ ョンのための森林管理研究 の動 向に

ついて とりま とめてきた。 その結果、散発 的な研 究を除 くと、21カ テ ゴリーの研究群 を確

認す ることができた。

その結果 を総括す る と、終戦か ら1960年 代前半にかけては、散発的に しか行 われなかっ

た観光 レク リエーシ ョンに関す る研究 は、1960年 代後半の1.自 然休養林 に関わる研究 を皮

切 りにま とまって行 われ るよ うになった といえる。つま り、我 が国の林学分野 における戦

後の観 光 レク リエー シ ョンに関わ る森林管理の研究 は、現実に行われ た林野施策に対する

追従型研究 をきっかけにまとまって行われ るよ うになった と考えられ る。

この よ うな施策追従型 の研究は、保健保安林 の配備基本計画を行い、その積極的利用 と

造成 を検討す るために1970年 代初期 に開始 された2.森 林の保健保全機能に関わ る多面的機

能の研究や、1970年 代半ばには各地で県民 の森 な どが設定 され始めたことに対応 して開始



され た3.県 民の森や森林公園な どの運営管理に関わる研究、1980年 代に入 り観光 レク リエ

ーシ ョンに関 わる林野施策が多様化 しことに対応 して開始 され た4 .森 林観光 レクリエー

ションに関わる林野施策 に関す る研 究、1980年 代後半か ら1990年 代のバブル景気か らその

後のバブル崩壊かけての各種 リゾー ト施策に対応 して行われ るよ うになった5.リ ゾー トブ

ーム下の森林観光 レク リエーシ ョンに関する研究な どが見 られる。 このよ うな状況を考察

する と、我 が国にお ける施策対応型 の観光 レク リエー ションに関わ る森林 管理 の研 究はお

しなべて施策後追い型の研究を余儀 な くされ てきた傾向があると考え られ る。そのため、

今後の研 究においては、施策提案型 の研 究を、如何 に進めるのかが重要な課題で ある と考

えられた。

また、1960年 代の後半には6.山 村地域の総合的観光 レク リエーシ ョンに関す る研究が開

始 されて、単に森林のみ を研究対象 とするのではな く、森林、山岳、湖沼などを総括的に

とらえた山村 を研究対象 にとり、そこで展開 される観光諸現象 を調査研 究す る必要性が主

張 され、木材生産や林地のみに縛 られない形での、山村 における産業 としての観 光 レクリ

エーシ ョンの重要性は、既 にこの時期か ら唱 えられていた ことが分か る。 しか し、この類

の研究はそ の後散発的に行われてはい るものの、いずれ も指摘の レベル に とどまっていて、

総合的な観光 レク リエーシ ョンを現実に展開す るための森林管理に関する具体的な研 究を

踏み出す研究まで昇華 しているとは言えない状況 にある。

1970年 代初期 にな ると、森林 の開発 に ともない、観光 レクリエー シ ョン資源 としての森

林に対す る注 目が集 まるようにな り、い くつかの研 究が始め られ た、その先駆 けが7.都 市

地域・ 都市住民の森林観 光 レクリエーシ ョンに関わ る研究である。 この研究では、都 市に

おけ る緑 の減少 を踏 まえて、都市住民の観光 レク リエーシ ョン林 に対す る意識や実際の利

用行動 な どにつ いて調査が行われ、効果的な都市近郊 レク リエーシ ョン林のあ り方が模索

された。そ して1980年 代半ばには一時沈静化を見せたものの1980年 代後半のバ ブル景気 に

よる乱開発 を背景に、再びこの類の研究が脚 光を浴び るようになっていった。 また、1980

年代 に入 ると、さらに自然保護 に対す る世論 が高まった ことを うけて、都 市域 に限 らず、

全般的 な自然地域の保全 と森林観光 レク リエー シ ョン との関係 を考察 した8.自 然の保全 と

森林観光 レクリエーシ ョンに関わ る研究へ と研究が展開 していった。

また、戦前から行われ ていた9.森 林 の風致施業に関する研究が、ま とまった形で行 われ

るよ うになったの も1970年 の初期か らである。風致施業の研究は、当初は風致の維持 を 目

的 とした森林 における更新や植 栽な どの実施結果を考察 した研究が主流であったが、1980

年代 の前半には、観光 レクリエーシ ョンのための林床植生のあ り方に対 して活発な論議が

展開 され始 めた。 そ して、1990年 代 に入 ると、風致施業に関わる研究 は、純粋な植物の管

理論 に加 えて、人間の森林利用 とい う点を考慮 した上での論議へ と変革を遂げていった。

1970年 代 の半ばか らは、観光 レク リエーシ ョン林の中に存在す る人 工物、つま り10.森

林 レク リエー シ ョン地域の施設や備品に関わる研究 に目が 当て られ るよ うになってきた。

研究対象 として挙げ られたのは、当初は ゴミ箱や解説版、擬木な どの小施設であったが

1980年 前後か らは、観光 レク リエー シ ョン林 に関わる道、つま りサイ ク リング道やア クセ

ス道 におけるサイン、林道 、遊歩道な どの研究や 、建築物施設に関す る研究 も見 られ るよ

うになっていった。



同 じく1970年 代の半ばには、11.観 光 レク リエーシ ョン地域の地帯区分な どに関わる研

究が行われ始めた。 地理的解析 ・地帯区分 に関わる研究は、1970年 代の半ばには公益的機

能の一環 として研究を行われ る場面が多かったが、1980年 代 に入 り、森林公園な ど、具体

的な観光 レクリエーシ ョン林 を対象 と した森林 の地帯区分へ と研究のテーマが移 っていっ

た。そ して、1980年 代の後半 に入 ると、今度は再び観光 レク リエー シ ョンに特化 した形で

の広域 スケールの地理的解析が展開 され るよ うになっていった と考 えられ る。 しか しなが

ら、そのよ うな研 究の推移 はあった ものの、現 実の森林計画に適用 させ ることを意識 した

研究はほ とん ど見ることができなかったこ とも事実である。

さらに、1970年 代半ばに、特に活発 となってきた議論が、12.観 光 レク リエー シ ョンを

通 じた地域活性化 に関わる研究 である。 この類の研究は、宮林 をは じめ とする東京農業大

学の林政学 を専攻す る研究 グループを中心に積極的 な研究が行 われてきた。この研究では、

森林 の厚生的機能 の評価 とは、森林 における レク リエー ション生産 を可能な限 り定量化 し、

活動 を経済評価す ることである とし、それ によ り木材生産利用 とは違 う 「厚生林業」 とい

う新たなカテ ゴ リー を確立すべ きであるとい う理念か ら開始 されている。 そ して内発的発

展や地域 主義の思想 な ど念頭 に、各地で経済的、社会的 に無理のない地域活性化のあ り方

に関す る検討が多数行われてい る。

なお、観光 レク リエー ションに関わ る地域活性化の研究は、1980年 代の後半頃には上述

の5.リ ゾー トブーム下の森林観 光 レク リエーシ ョンに関す る研 究へ と関心が集中 した。 し

か し、1990年 代の初 めにバブル経済の雲行 きが怪 しくなった頃か ら、地域活性化その もの

の議論 が再び見 られ るよ うになった。この時代 も、東京農業大学 の研究 グループを筆頭に、

内発的な地域活性化 の議論や、森林総合利用の議論、過疎化対策 として観光 レク リエーシ

ョンのあ り方、都市 山村交流の検討な ど多彩な議論 が見 られた。 この ように、 この分野の

研究は、現在 において も非常に盛んであ り、今後の林野施策 としても非常 に注 目されてい

る。ただ、我が国の観 光 レク リエーシ ョンのための森林管理の研 究の全体像 か ら考えると、

この類の研究が突出 して多 くなっているため、序章か ら再三述べている多様 な観光 レクリ

エーシ ョン活動を念頭においた研究がやや手薄になっているとい う副作用の存在 も否 めな

い。

1980年 代 に行われ るよ うになった研 究 としては、まず13.森 林 レク リエーシ ョンに関わ

る海外調査研究が挙げ られ る。 この類 の研 究 については、既 に1953(昭 和28)年 に中村 の

研究が見 られるな ど起源は古いが、まとまった研究成果が見 られるよ うになったのは、 日

本 の経済が安定 し、海外調査が比較的手軽 に行 えるようになった この時期 であ り、対象地

もアジア、 ヨー ロッパ、北米な ど多様化 し、 日米や 日韓な どの国際比較研究 も見 られるよ

うになった。

そ して、1980年 代 には、14.森 林観光 レク リエーシ ョン地の利用者 に関す る研 究が主体

的 に行われ るよ うになった。それ以前にも、 自然休養林の研究や都市地域の森林観 光 レク

リエーシ ョンの研究 に関連 して、利用者の研 究が行 われ た事例 は少な くないが、この時期

になって、利用者 に対す る研究そのものが研 究のメインテーマ となった。この類の研究は、

その後、1990年 代 に入 りパー ソナル コンピュー ターの普及および高速化が急速 に進んだた

めに、それまで簡単 に行えなかった定量的 な15.森 林空間に対す る心理的、生理的 な調査



研究へ と発展 した。また、利用に関す る個別具体的な研究 を行 うために、登山、オー トキ

ャンプ、渓流釣 り、 キノコ採 りな どの16.森 林 に関わ る観光 レク リエー シ ョン種 目に関す

る個別的研 究が行われ始めた。そ して、1990年 代の後半には、観光 レク リエーシ ョン的側

面か ら、森林 の17.療 養お よびユ ニバーサルデザイ ンに関する研究が行われ るよ うになっ

た。 さらに付 け加 える と、1990年 代 には、利用者の側面か らの研究だけではな く、森林の

18.所 有者 ・管理者 ・地域住民な どか らみた観光 レクリエーシ ョンに関す る研究が行われ

始 めたこ とも注 目に値す る。

また、19.森 林観光 レク リエー シ ョン地や施策の歴史的発展過程に関す る研究が行われ

るよ うになったのも1980年 代である。この研究 には、交通資本による観光開発 の展開過程、

日光地域の野外 レク リエーシ ョン利用の変遷 に関する研究、近世 ・明治期 における温泉地

の空間構造に着 目した研究な ど、即地的 な研究 が見 られる一方 で、国有林の観光 レク リエ

ーシ ョン事業の展開過程な ど、施策の歴史 を取 りま とめた研究や、韓国 と日本 における2

国間比較を通 じて、森林観光 レク リエー シ ョンの制度的な変遷の考察 を行 った研究な どが

見 られ る。 ただ し施策の研究については、我 が国の全体像 を把握 しなが ら包括的に行われ

た既存研 究が見 られ なかったため、改めてその展開を整理、考察 し直 した ことは、本論 の

第2章 で述べた とお りである。

さらに、1980年 代の後半に入 り、多変量解析や地理的解析技法な どコンピューターの発

達に伴 い、20.森 林の持つ観光 レク リエー シ ョン機能の評価に関す る研究が複数行われ る

よ うになった。 この研究では、京都市 の都市近郊林 を対象に した25mメ ッシュ評価や、岐

阜県揖斐川流域 をケーススタデ ィエ リア とした500mメ ッシュ評価 な ど、メッシュ解析 に

よる地理的評価 を中心 として多数の研究事例が見 られる。 しか しなが ら、第5章 で指摘す

るとお り、これ らの研究の多 くが現実の森林計画制度など、現実の制度 を念頭において行

われた研究ではないため、研究間の相互検討や計画論へ向けての現実的な提言な どが必ず

しも行 われていない状況にあると考 えられ た。 またこの研究 と関連 した動 向と しては、19

90年 代か ら21.公 益的機能 としての森林観 光 レク リエーシ ョン機能の経済評価研究が行わ

れ ている。 この研究 も、森林 レクリエー シ ョンの貨幣評価手法や トラベル コス ト法(旅 行

費用法)、 森林 資源勘 定、仮想評価法(CVM)な ど様 々な手法が提案 されてお り、現在 もそ

の研 究が進め られてお り、例 えば最近では林野庁計画課(2001)が 森林の公益的機能の貨幣

評価 を再び行っている。

また、本章で考察 した内容については年表 として、表3-1に 示 した とお りである。

以上、我が国における研究の動向 を総括 した。 この研究 レビューは、戦後の林学分野に

関連す る観 光 レクリエーシ ョンにかかわる研究 をほぼ悉皆調査 した結果 といえる。その結

果 を通 じて指摘できることは、わが国で、①森林計画制度にお ける利用 を直接的に意識 し、

②現場の森林計画担 当者 の裁量 の自由度が高い方法 で、③既存観 光 レク リエー シ ョン情報

データベースの利用が可能で新規の情報収集 が必要 ないなど簡便 さを強 く意識 した観光 レ

ク リエーシ ョンに関わ る計画手法の開発研 究が、 これ までほ とん ど見 られなかった とい う

点である。

つ ま り、わが国で行 われてきた各研究が どの ような特徴 を持っているかをまとめた前述

の21の カテ ゴ リー群 の うち、「現実の森林計画へ の適用 を 目指 した具体的研 究になってい



表3-1我 が国の林学分野における戦後の観光レクリエーション研究の展開

*各 列において、太枠にハッチングをかけてゴシック体標記のもの、および二重粋で明朝体標記のものは、それぞれ各研究内容の中での関連研究をサブグルーブ化したものである.



るか」 とい う観点です ら、今回の レビューか らは、その条件 を十分 に満たす研 究群 を見い

だす ことができなかった。

したがって、今までの研 究ではほ とん ど行われてこなかった 「我が国にお ける観光 レク

リエーシ ョンのための森林管理 を、計画的 に行 うための研究」 を、改めて必要性 が高い と

い う事実が、本章か ら導 き出せた と考 えられ る。

「我が国における観 光 レク リエー ションのための森林管理を、計画的に行 うための研究」

を行 うべ きだ とい う事実は、同様 に第2章 において施策面 か らも指摘 され ている。 したが

って、施策面か らも研究面か らも、同研究 を行 う重要性が位置づけ られた と結論づ けられ

よう。


